
 

 

 

 
 

 

 

 

画像提供 延岡市 内藤記念館 

 

 
 

 

 

 



はじめに 

平成 16 年 6 月に厚生労働省において、水道関係者が共通の目標を持ち、役割を分担しな

がら連携して実現を目指す「水道ビジョン」が策定され、わが国の水道の現状と将来見通し

を分析・評価し、今後の水道に関する重点的な施策課題と、具体的な施策及び方策、工程等

が示されました。「水道ビジョン」には「世界のトップランナーを目指してチャレンジし続け

る水道」という基本理念が掲げられ、「安心」、「安定」、「持続」、「環境」及び「国際」が主要

課題として位置づけられました。 

 

厚生労働省は、平成１７年１０月に「地域水道ビジョンの作成の手引き」を公表し、その

後、平成 20 年７月に改訂され、水道事業者の共通の目標となる水道の将来像とそれを実現

するための具体的な施策が示され、各水道事業者に「地域水道ビジョン」の策定が求められ

ました。 

  

本市でも、平成２１年 3 月に「延岡市水道ビジョン」を策定し、本市の水道事業の現在の

状況と将来見通しを分析・評価した上で、目指すべき将来像を描き、その実現のための方策

を示し、これを基に改善・改革するための取り組みを計画的に実施してきました。 

 

 しかし、平成１６年の「水道ビジョン」策定から約９年が経過し、人口減少社会の到来や

東日本大震災の経験等、水道を取り巻く環境の大きな変化に対応するため、平成２５年3月、

これまでの｢水道ビジョン｣を全面的に見直し、50 年、100 年後の将来を見据え、水道の理

想像を明示するとともに、取り組みの目指すべき方向性やその実現方策、関係者の役割分担

を提示した｢新水道ビジョン｣を策定しました。｢新水道ビジョン｣では、水道事業者等が自ら

の水道事業ビジョンを作成し、取り組みの目指すべき方向性として「安全」、「強靭」、「持続」

を掲げ、その内容の実現に向けた取り組みを積極的に推進することが必要であるとしていま

す。既に作成済みの水道事業者等においては、現状に適さない場合や｢新水道ビジョン｣を踏

まえた見直しが必要な場合、自らのビジョンを改定して｢新水道ビジョン｣に基づいた各種施

策をより一層推進するよう求められています。 

 

「延岡市新水道ビジョン」では、国が目指そうとしている水道事業を尊重しつつ、本市の

現状と将来見通しを再度分析・評価した上で、平成２０年度策定の「延岡市水道ビジョン」

の見直し（フォローアップ）を行いました。そして、目指すべき将来像とその実現のための

方策等を示し、必要な取り組みを計画的に実行して、住民のニーズに対応した信頼性の高い

強靭な水道を次世代に引き継いでいきます。 
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1 新水道ビジョン策定の概要 

 

1.1 新水道ビジョン策定の趣旨 

本市の水道は、市制 20 周年の記念事業として昭和 27 年に起工し、昭和 31 年 2 月に

供用を開始しました。その後、水需要の増大と給水区域の拡張のため、数次に渡る拡張事

業に着手し、平成 28 年度より計画給水人口 120,900 人、一日 大給水量 55,900ｍ3/

日となり、水量・水圧ともに安定した供給体制を確立しています。 

現在、本市が早急に取り組むべき課題として、合併した旧北方町、旧北浦町及び旧北川

町を含めた水道施設の整備や更新、より安全な水を供給するための水源水質管理の高度化、

災害に強く、災害時においても機能を保持できる施設づくり等が挙げられます。 

 この一方で、近年の少子高齢化・節水型社会への移行等に伴う水需要量の減少等に起因

して、財政状況は悪化傾向であり、今後水道事業の運営は厳しさを増すと想定されます。 

 水道事業経営悪化の問題は本市に限らず、程度の差はあるものの、全国の水道事業体が

直面している問題でもあります。このような状況を踏まえ、厚生労働省では、我が国の水

道が取り組むべき課題として、平成 25 年 3 月に「新水道ビジョン」を策定しました。 

 「新水道ビジョン」では、次に示す３項目の長期的な政策目標を挙げています。 

  

 

 

このような状況を踏まえて、本市においても、中長期的な事業環境の見通しに基づく合

理的な経営方針を定めた延岡市新水道ビジョンを策定しました。 
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1.2 新水道ビジョンの位置付け 

新水道ビジョンは、それぞれの事業者ごとに、現況分析、将来見通しを検討し、課題を

明確にして、その課題に対処するための具体的な行動を示しており、今後の水道事業運営

のマスタープランとして示されています。 

 本市では、新水道ビジョン、総合計画といった上位計画を踏まえるとともに、従来の延

岡市水道ビジョンからの内容改善、事業の継続性を考慮しつつ、水道事業ビジョン作成の

手引きに示された戦略的アプローチを検討して、延岡市新水道ビジョンを策定しました。 

 

 

図 1-1 延岡市新水道ビジョンの位置づけ 

※「水道事業ビジョン」作成の手引き：平成 26 年３月 19 日通知により厚生労働省より示された手引き。水道

事業ビジョン検討の要素等が示されている。 

 

1.3 新水道ビジョンの計画期間 

 「「水道事業ビジョン」作成の手引き」によると、「当面の目標点を策定から概ね 10 年

後とし、50 年、100 年先の将来を見据えた当該水道事業の理想像を明示することを基本

とする」とあります。 

本市においても、実効性のある具体的な施策を検討する期間としては 10 年程度が妥当

と考えられたため、目標年度を 10 年後の平成 37 年度としました。 

  

延岡市新水道ビジョン 
（平成 28 年度～平成 37 年度） 

いつでもおいしい延岡の水！！ 

新水道ビジョン（厚生労働省） 

延岡市水道ビジョン 

（平成 19 年度～平成 23 年度） 

おいしい水を未来へつなごう！！ 

水道事業ビジョン作成の手引き
 ★戦略的アプローチ 

     

上位計画 

環境の変化に 

合わせた改善 

上位計画との整合

第６次延岡市長期総合計画 

前期基本計画

第６次延岡市長期総合計画 

戦略的アプローチの検討 
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2 水道事業の現状評価・課題 

 

2.1 水道事業の現状 

 

1）水道事業の沿革 

本市は九州山脈から日向灘に流れ出る五ヶ瀬川の流域に位置し、清廉で豊富な地下水に

恵まれています。 

しかし、都市化とともに生活様式が変わり、使用水量の増加と環境の悪化により、従来

の井戸水では対応が難しくなったため、昭和 27 年、水道事業に着手し、昭和 31 年 2 月

に供用を開始しました。 

 その後、社会情勢に合わせた拡張事業を進め、平成 26 年度末の普及率は 97.4％とな

っています。 

 

表 2-1 延岡市上水道事業の沿革 

 

 

  

（L/人/日） （ｍ3/日）
S27.4.1 S27〜30 235,000 40,000 200 8,000

変更 区域拡張 S29.4.16 ― ー 40,000 200 8,000
〃 ⼯期の延⻑ S30.7.30 S30〜33 25,000 40,000 200 8,000
〃 区域拡張 S33.9.1 S34〜35 257,065 50,000 200 10,000
〃 第1次拡張 S35.3.10 S35〜42 242,828 100,000 250 25,000
〃 第2次拡張 S44.3.31 S44〜52 1,382,716 140,000 450 63,000
〃 区域拡張 S50.3.31 S50〜54 2,133,724 140,000 450 63,000
〃 第3次拡張 S56.5.12 S56〜62 7,056,700 146,000 600 87,600
〃 区域拡張 H6.5.11 H6〜7 107,917 146,000 600 87,600
〃 区域拡張 H9.3.31 H9〜10 69,900 124,100 550 68,300
〃 浄⽔⽅法の変更 H21.3.31 H21〜H28 7,096,000 113,180 518 58,650
〃 簡⽔統合 H28.3.31 H28〜H38 9,027,397 120,900 462 55,900

創設

1人1日最大
給⽔量

事業認可等 認可年⽉日 事業年⽉
総事業費
（千円）

計画給⽔人口
（人）

計画給⽔量

1日最大給⽔量
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 本市は、各地域に簡易水道事業が点在していましたが、現在は上水道事業に統合してい

ます。 

 経営的なソフト統合を行いましたが、各地区では、ハード的な統廃合の必要がある箇所

もあり、今後、合理的な施設整備を実施し、効率的な水道システムを創出する方針です。 

 

表 2-2 簡易水道統合の経緯 

 

 

2）水道施設の現状 

 水道施設は、地下水、表流水、伏流水等の原水を採取する「取水施設」、取水施設より取

水した原水を浄水施設へ送る「導水施設」、原水を浄化して水質基準に適合した水道水を生

産する浄水場等の「浄水施設」、浄水施設から配水施設へ水道水を送る「送水施設」及び水

道水を一時的に貯水し、各ご家庭等へ供給する「配水施設」があります。 

本市には、古城、祝子、西階、三輪、細見の５箇所の主要な水源地があり、いずれも清

澄な地下水、もしくは河川伏流水であるため、特別な浄水処理を行うことなく、塩素消毒

のみで法律に定められた水質基準を満たしています。 

その他、浅井戸が 15 箇所、表流水が 7 箇所あり、水質に応じて塩素消毒、緩速ろ過、

急速ろ過により浄水処理を行っています。 

また、塩素消毒の効果が低い病原微生物（クリプトスポリジウム）対策が必要とされる

当初 簡易⽔道統合後 最終統合（現在）
延岡市上⽔道 延岡市上⽔道

上三輪簡易⽔道 上三輪簡易⽔道
⿊岩簡易⽔道 ⿊岩簡易⽔道
島浦簡易⽔道

熊野江簡易⽔道
浦城須美江簡易⽔道
北浦地区簡易⽔道

三川内地区簡易⽔道
阿蘇地区簡易⽔道

下北⽅地区簡易⽔道
上北⽅地区簡易⽔道
屋形原地区簡易⽔道

狩底地区飲料⽔供給施設
北川中央地区簡易⽔道

⼋⼾地区簡易⽔道
下⾚上⾚地区簡易⽔道
多良⽥地区簡易⽔道

上崎地区簡易⽔道（⺠営） 上崎地区簡易⽔道（⺠営） 上崎地区簡易⽔道（⺠営）

南浦地区簡易⽔道

北浦地区簡易⽔道

北⽅地区簡易⽔道

北川地区簡易⽔道

延岡市上⽔道
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浄水施設がありましたが、現在は紫外線処理設備を導入することにより、安全な水の供給

を行っています。 

本市の水源について、表 2-3 に示します。 

 

表 2-3 本市の水源 

 

 

本市の浄水施設は清澄な伏流水、地下水に依存しているため、複雑な浄水処理工程が不

要な箇所が多く、浄水方法は次亜塩素注入のみ、もしくはそれに紫外線処理を付加したと

ころが大半を占めています。 

また、一部の浄水施設については表流水を水源としているため、緩速ろ過、急速ろ過、

単位：m3/日

古城配⽔区  古城⽔源地【18,900】 古城 伏流⽔ 18,900
三輪配⽔区  三輪⽔源地【22,400】 三輪 浅井⼾ 22,400
祝子配⽔区  祝子⽔源地【10,000】 祝子 浅井⼾ 10,000
⻄階配⽔区  ⻄階⽔源地【5,500】 ⻄階 浅井⼾ 5,500
細⾒配⽔区  細⾒⽔源地【1,850】 細⾒ 浅井⼾ 1,850
⿊岩配⽔区  ⿊岩⽔源地【650】 ⿊岩 浅井⼾ 2,000
上三輪配⽔区  上三輪⽔源地【97】 上三輪 浅井⼾ 144
島浦配⽔区  島浦⽔源地・浄⽔場【653】 島浦 浅井⼾ 700
熊野江配⽔区  熊野江⽔源地・浄⽔場【254】 熊野江 浅井⼾ 650
須美江配⽔区  須美江⽔源地・浄⽔場【344】 須美江 浅井⼾ 406

下北⽅第1（下曽⽊） 浅井⼾ 1,020
下北⽅第2（吐合） 浅井⼾ 721

 猪の内浄⽔場【40】 上北⽅第1（猪の内） 表流⽔ 40
 片内浄⽔場【230】 上北⽅第2（猪の内） 表流⽔ 407

 城浄⽔場【180】 上北⽅第3（城） 表流⽔ 27,720
屋形原配⽔区  屋形原浄⽔場【18】 屋形原 浅井⼾ 18
狩底配⽔区  狩底浄⽔場【6】 狩底 表流⽔ 6
北川中央配⽔区  永代⽔源【1,271】 永代 浅井⼾ 2,690
⼋⼾配⽔区  ⼋⼾⽔源地・浄⽔場【27】 ⼋⼾⽔源 浅井⼾ 485
下⾚・上⾚配⽔区  躑躅谷⽔源地【61】 躑躅谷 表流⽔ 1,200
多良⽥配⽔区  多良⽥⽔源地・浄⽔場【72】 多良⽥ 浅井⼾ 190

 古江⽔源地・浄⽔場【1,060】 古江 浅井⼾ 1,200
 市振⽔源地・浄⽔場【400】 市振 浅井⼾ 600

三川内配⽔区  三川内⽔源地【310】 三川内 浅井⼾ 1,000
阿蘇配⽔区  阿蘇⽔源地・配⽔池【160】 阿蘇 浅井⼾ 242

中野内浄⽔場【休止中】 中野内 表流⽔ －
地下浄⽔場【休止中】 地下 表流⽔ －
直海⽔源【休止中】 直海 表流⽔ －

浄⽔場名称【公称施設能⼒】

上北⽅配⽔区

北浦配⽔区

配⽔区 種別 取⽔可能量

 下北⽅浄⽔場【1,650】

⽔源地名称

下北⽅配⽔区
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膜ろ過といった濁りを取り除くためのろ過設備を設置している浄水施設もあります。 

本市の浄水方法について、表 2-4 に示します。 

 

表 2-4 浄水方法 

 

 

浄水施設で処理された水は、配水池と呼ばれる貯水タンクへポンプで送水され、一旦貯

留された後、市内に布設した水道管により、各ご家庭に給水しています。 

また、本市の水道管の総延長は、平成 26 年度末現在で約 1,000ｋｍとなっており、上

記の施設と併せて適切な管理運営を行い、市民の皆様が安心して水道を利用できるように

努めています。 

本市の水道施設の位置については図 2-1 の配水区域図に示します。

配⽔区 浄⽔場 【公称施設能⼒】 浄⽔処理⽅法
古城配⽔区  古城⽔源地【18,900】 紫外線処理＋次亜塩素注⼊
三輪配⽔区  三輪⽔源地【22,400】 紫外線処理＋次亜塩素注⼊
祝子配⽔区  祝子⽔源地【10,000】 紫外線処理＋次亜塩素注⼊
⻄階配⽔区  ⻄階⽔源地【5,500】 次亜塩素注⼊
細⾒配⽔区  細⾒⽔源地【1,850】 次亜塩素注⼊
⿊岩配⽔区  ⿊岩⽔源地【650】 次亜塩素注⼊
上三輪配⽔区  上三輪⽔源地【97】 次亜塩素注⼊
島浦配⽔区  島浦⽔源地・浄⽔場【653】 紫外線処理＋次亜塩素注⼊
熊野江配⽔区  熊野江⽔源地・浄⽔場【254】 紫外線処理＋次亜塩素注⼊
須美江配⽔区  須美江⽔源地・浄⽔場【344】 膜処理設備＋次亜塩素注⼊＋アルカリ剤注⼊
下北⽅配⽔区  下北⽅浄⽔場【1,650】 PAC注⼊＋次亜塩素注⼊＋急速ろ過

 猪の内浄⽔場【40】 緩速ろ過＋次亜塩素注⼊
 片内浄⽔場【230】 緩速ろ過＋次亜塩素注⼊

 城浄⽔場【180】 PAC注⼊＋次亜塩素注⼊＋前処理設備＋急速ろ過
屋形原配⽔区  屋形原浄⽔場【18】 緩速ろ過＋次亜塩素注⼊
狩底配⽔区  狩底浄⽔場【6】 前処理設備＋緩速ろ過＋次亜塩素注⼊
北川中央配⽔区  永代⽔源【1,271】 紫外線処理＋次亜塩素注⼊
⼋⼾配⽔区  ⼋⼾⽔源地・浄⽔場【27】 紫外線処理＋次亜塩素注⼊

 上⾚浄⽔場【40】 緩速ろ過＋次亜塩素注⼊
 下⾚⽔源【40】 緩速ろ過＋次亜塩素注⼊

多良⽥配⽔区  多良⽥⽔源地・浄⽔場【72】 紫外線処理＋次亜塩素注⼊
 古江⽔源地・浄⽔場【1,060】 紫外線処理＋次亜塩素注⼊
 市振⽔源地・浄⽔場【400】 紫外線処理＋次亜塩素注⼊

三川内配⽔区  三川内⽔源地【310】 紫外線処理＋次亜塩素注⼊
阿蘇配⽔区  阿蘇⽔源地・配⽔池【160】 紫外線処理＋次亜塩素注⼊

下⾚・上⾚配⽔区

北浦配⽔区

上北⽅配⽔区
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図 2-1 配水区域図 
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2.2 水道事業の課題 
 

1）課題抽出の視点 

新水道ビジョンでは、水道の理想像の具現化に向け、関係者が取り組むべき事項、方策等

を示すこととされています。 

ここで、それらを示すにあたっては、現在の水道がどのような状況にあるのかを把握し、

その状況を踏まえることが重要です。 

近年の水道事業で認識するべきテーマとして、「給水人口や給水量が減少する社会の到来」

と、「東日本大震災を踏まえた水道の危機管理の在り方の抜本的見直し」があり、「水道サー

ビスの持続性の確保」、「安全な水の保証」、「危機管理への対応の徹底」の観点から水道の現

状を評価し、課題を整理する必要があります。 

次に示す 3 つの視点より本市の水道事業に関する現状分析・評価をまとめ、課題を把握す

ることにより、今後の取り組みについての指針とします。 

 

表 2-5 現状分析・評価の視点と評価項目 

評価の視点 評価項目 

1． 安全な水の

保証 

・供給水質の状況 

・水質事故の発生状況 

・貯水槽水道の指導等の状況 

・直結給水の進捗状況 

2． 危機管理へ

の対応の徹底 

・耐震化の進捗状況 

・応急給水体制、応急復旧体制 

3． 水道サービ

スの持続性の確保 

・供給能力（水源確保、水道施設容量、有収率） 

・水道の普及状況（未普及地域、未規制施設の状況を含む） 

・経年化・老朽化施設の状況 

・経営、財務の状況（収支、財源等） 

・職員（技術者）の確保状況 

・官民連携の状況 
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2）水道事業の評価と課題 

 

（1）安全な水の保証 

 

①供給水質の状況 

水道水には、水道法第４条の規定により 51 項目の水質基準が定められており、水道水質

はこれらの項目全てに適合する必要があります。 

本市の水道水は、もともと水質が良好な水源が多く、水源水質に応じた適正な浄水処理に

よって水道水質基準を確保しています。 

藻類増殖等に由来するかび臭等の異常については主要な水源が地下水であるため、問題は

生じていません。 

また、近年、新たな水質問題として、クリプトスポリジウム等の耐塩素性を有する病原微

生物への対応等が求められています。これについては、

紫外線処理を柱とする抜本的な浄水処理技術の向上を

図り、現在は汚染の可能性がある水源の全てで整備が

完了しています。 

したがって、水質に関しては、良好な水源環境が維

持されているかを注意深く監視するとともに、優れた

浄水技術を継承することが求められます。 

 

「供給水質の状況」の観点からの課題 

●適正な浄水技術の維持・向上 

●良好な水源環境の監視 

 

②水質事故の発生状況 

本市では、低濃度の濁度も検出可能な高感度濁度計を全ての水源に整備し、常時濁度の変

動を遠方監視するとともに、残留塩素計や紫外線処理設備の異常検知装置の設置により、こ

れまで給水に影響を与えるような水質事故は発生しておりません。 

また、北方、北浦、北川町の合併に伴い、それぞれの簡易水道で管理していた多くの無人

施設を引き継ぐこととなりましたが、ほぼ全ての施設に遠方監視装置を設置して、上下水道

局庁舎で監視しています。 

今後は、水道施設への侵入防止対策として全ての施設にセキュリティ鍵を設置するととも

に、主要施設に防犯用カメラ等の防犯システムを設置して、水道施設への侵入等の悪戯対策

等、施設のセキュリティ強化に取り組む必要があります。 

 

「水質事故の発生状況」の観点からの課題 

●水道施設のセキュリティ管理強化対策の検討 

写真 2-2 紫外線処理装置 
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③貯水槽水道の指導等の状況 

貯水槽水道とは、水道事業者から供給される水のみを水源とし、その水を一旦受水槽に受

け供給される施設の総称で、有効容量 10m3 を超えるものは簡易専用水道、有効容量 10m3

以下のものは小規模貯水槽水道に区分され、集合住宅や病院、学校等比較的規模が大きな施

設が該当します。 

貯水槽水道は本来、設置者が管理しますが、全国的にその管理に問題があるとされ、衛生

上好ましくない事例もあったことから、平成 15 年 4 月に水道法が改正され、貯水槽水道の

設置者に対し、水道事業者が、指導、助言及び勧告を行えるようになりました。 

本市では、平成 26 年 11 月、貯水槽衛生管理研修会を開催しており、清掃事業者に対し

て適切に指導しているところです。 

今後は貯水槽の衛生管理向上のため保健所等と協力し、より積極的に貯水槽の衛生管理に

関与する必要があります。 

 

「貯水槽水道の指導等の状況」の観点からの課題 

●さらなる貯水槽衛生管理への関与 

 

④直結給水の進捗状況 

本市における現在の直結給水に対する取り組み状況については、４階建てまでの集合住宅

で直結給水に関する申請があった場合、地盤高や水圧等の条件に相違があるため、個別に直

結給水の可否について判断し、新規物件への導入や、既存貯水槽の廃止に伴う直結給水化を

行うこととなっています。 

平成 20 年度に実施した水道利用者アンケートにおいては、一戸建てや貯水タンクなしの

集合住宅に暮らしている方と比較して、貯水タンクがある集合住宅に暮らしている方の水道

に対する安心度が低い傾向があることが示されました。 

この結果等を踏まえ、貯水槽を極力減らしていくことが、水道利用者の方の安心に繋がる

と判断し、今後は、より積極的に直結給水化へ取り組む必要があると考えます。 

直結給水によるメリットは、次の事項があります。 

・受水槽での貯留がないため衛生的です。 

・受水槽設置スペースの有効利用が可能です。 

・受水槽内の清掃等維持管理に係る費用を削減できます。 

・配水管内の圧力を利用するため、受水槽内の水を給水するためのポンプが不要となり、

この結果、省エネルギー化が可能となります。 

一方、デメリットは、次の事項があり、緊急時の避難場所に指定された施設や、病院等、

直結給水よりも受水槽式が望ましい場合もあります。 

・受水槽方式では災害等で断水があっても水槽に貯まった水を利用できる一方、直結給水

方式ではすぐに断水が発生します。 

・直結給水が可能な有効水頭を確保するため、配水施設の改良が必要です。 
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受水槽高置水槽給水方式            直結給水方式 

水道耐震化推進プロジェクト（平成 24 年 11 月～平成 27 年 3 月） 「水道 PR パッケージ」より編集 

図 2-2 直結給水方式への改善イメージ 

 

「直結給水の進捗状況」の観点からの課題 

●直結給水の推進 
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（2）危機管理への対応の徹底 

 

① 耐震化の進捗状況 

 本市の水道施設については、参考資料、耐震簡易診断結果の参考表 1‐1 施設の劣化度及

び耐震性調査結果（P.73～74）に示すとおり、一次診断結果においても耐震性が“低”と

評価される箇所が多数残されています。 

 浄水施設耐震率は耐震対策の施された浄水施設能力を全浄水施設能力で除した比率であり、

本市は 33.2％と全国平均、県内平均、類似事業体平均に比較して高い値となっていますが、

浄水施設という基幹施設であることを考慮すると、さらなる向上が必要と考えられます。 

 

 

 

 配水池耐震施設率は耐震対策の施された配水池容量を配水池総容量で除した比率であり、

本市は 20.3％と全国平均、県内平均、類似事業体平均に比較して半分以下となっています。 

 配水池は、日常の給水量調整機能だけではなく、災害時の給水拠点となる施設であり、今

後、優先順位に応じて適正に耐震性を向上させていく必要があります。 

また、大規模な地震発生時に配水管が損傷を受けた際、配水池内の貯留水が流出し給水拠

点としての機能が失われる恐れがあり、それを防止するためには緊急遮断弁の設置が有効で

す。 
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 管路の耐震化率は耐震管延長を管路総延長で除した比率であり、本市は 20.8％と、全国平

均、県内平均、類似事業体平均より高い値となっています。 

 しかし、この値は本市全体の 1/5 程度となっており、基幹管路の耐震化率が低いことから、

重要拠点施設への配水管を中心に優先順位に応じた合理的な整備が必要となっています。 

 

 

 

 自家用発電設備容量率は、非常時に電力を供給する自家用発電設備の容量を当該設備の電

力総容量で除した比率であり、本市は 48.6％と全国平均、県内平均に比較してかなり高い値
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となっています。 

しかし、市全体としては、非常用発電設備が整備されていない施設が残されているため、

停電時に、配水池への送水が不可能な施設もあり、さらなる整備が必要です。 

 

 

 

「耐震化の進捗状況」の観点からの課題 

●優先順位に基づく施設、管路の耐震化 

●緊急遮断弁の設置 

●非常用発電設備の充実 

 

②応急給水体制、応急復旧体制 

本市の水道事業では「危機管理対策マニュア

ル」において、テロ、水質事故、水道施設（配

水幹線）事故及び水源施設等の風水害に対する

対策マニュアルを策定し、万一の事態に備えた

行動計画を策定しています。 

また、事業継続計画により、災害時において

も、優先実施業務を中断させず、たとえ中断し

ても許容される時間内に復旧できるよう対応

方針を策定しています。 

 

ア．応急給水体制 

非常時における水道水の応急給水体制は次に示すとおりです。 

写真 2-3 災害用緊急給水栓 
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・各水源地をはじめとする給水拠点施設には写真 2-3 に示すような災害時緊急給水栓を整

備し、非常時の応急給水に備えています。 

・災害時協力井戸を登録しており、災害時における地域の飲料水として活用する計画です。 

・給水拠点施設や災害時協力井戸で対応できない地区については、給水車両等により応急

給水を行う計画です。 

・各ご家庭へ非常時用飲料水の備蓄を呼びかけています。 

 

イ．応急復旧体制 

災害時における水道の応急復旧について、延岡管工事組合との間で、地震風水害その他の

災害時における協力について協定を結び、災害時において水道施設が被害を受けた際の速や

かな応急復旧に備えています。 

 ただし、地震時の被害予測によると応急復旧が必要な施設、管路等が多数発生するため、

ハード的な耐震性の向上と連携しつつ、合理的に必要な資機材の確保等を行う必要がありま

す。 

 

「応急給水体制、応急復旧体制」の観点からの課題 

●策定済マニュアルの定期的な見直しと訓練の充実 

●ハード的耐震化対策と連携した応急対策 
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（3）水道サービスの持続性の確保 

 

①供給能力 

 供給能力については、水道の基本的かつ重要な機能である安定供給を考慮した場合、ある

程度のゆとりを持った規模が求められますが、反面、過大な施設を保有することは非効率的

な運用を強いられ、経営の圧迫要因になります。 

 本市の現在の供給能力について、水道事業ガイドライン（以下、「ＰＩ」と称する）に沿っ

て検証します。 

 

ア．水源の状況 

 水源余裕率は、22.1％となっており、全国平均、類似事業体平均に比較すると半分程度と

なっています。 

 ただし、一日 大配水量に対して余裕があるため、能力的に逼迫している状況ではなく、

適度な余裕があると考えられます。 

 余裕率が重視されるのは渇水への対応力ですが、本市の場合、伏流水や地下水が主な水源

のため、比較的、渇水の影響は受けにくく、あまり過度な余力は不要と考えられます。 

 

 

 

イ．浄水施設の能力 

 浄水予備力確保率は、18.0％となっており、全国平均、類似事業体平均に比較すると６割

程度となっています。 

 ただし、一日 大浄水量に対して余裕があるため、能力的に差し迫った状況ではなく、適

度な余裕があると考えられます。 



17 

 予備力が重視されるのは水運用の安定性、柔軟性及び危機対応性ですが、本市の場合、伏

流水や地下水が主な水源のため、比較的、水源が清澄であり、水質事故等に由来する運転の

切り替え等は生じにくいと考えられますが、将来的な施設の再構築等を考えると弾力的な水

運用機能を確保する必要があると考えられます。 

 なお、水道施設設計指針では、計画一日浄水量に対して 25％程度の予備力を標準として

います。 

 

 

 

ウ．配水施設 

 配水池貯留能力は、0.9 日となっており、全国平均、県内平均、類似事業体平均に比較す

るとほぼ同じ水準となっています。 

 したがって、全体の能力としては十分と考えられます。 

 この値が高ければ、非常時における配水調整能力や応急給水能力が高いことを示しますが、

過大すぎると滞留による水質の劣化が生じることがあります。 

 なお、水道施設設計指針では、計画一日 大給水量の 12 時間（0.5 日）分を標準として

います。 
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エ．全体 

 施設利用率は、一日当たりの給水能力に対する一日平均給水量の割合を示しており、水道

施設の経済性を総括的に判断する指標で、数値が大きいほど効率的と評価されます。 

 本市では、全国平均、類似事業体平均に比較してやや高く、県内平均と同水準となってお

り、平均的な値となっています。 

 したがって、全体的な施設の効率性という観点では問題ないと考えられます。 

 

 

 



19 

「供給能力」の観点からの課題 

●水需要量に応じた水道施設規模設定（更新時等） 

●更新を考慮した施設能力の確保 

 

②水道の普及状況 

 本市における水道の普及率については、97.4％となっており、全国平均、県内平均、類似

事業体平均と比較してわずかに低い程度となっています。 

 したがって、ほぼ全市民に向けて水道水を供給できている状況ですが、わずかに未普及地

域も残されています。 

 これについては、地域住民のご要望等も踏まえながら、引き続き拡張の努力を続けていく

方針です。 

 なお、多良田地区内の拡張区域である瀬口地区については、水道施設を拡張する具体的な

計画が策定されており、現在、早期普及に向けて事業を推進しています。 

 

 

 

「水道の普及状況」の観点からの課題 

●水道未普及地区における水道整備 

●市民の皆様に安全な飲料水を供給するための体制作り 
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③経年化・老朽化施設の状況 

 水道は各施設が健全な機能を発揮して、安全な水質の水道水を安定して供給でき、経年劣

化が進むにつれて、その信頼性が低下します。 

 経年化設備率は 41.4％となっており、県内平均より高く、全国平均、類似事業体平均と同

水準にあります。 

 したがって、他事業体に比較して、過度に劣化が進んでいる状況ではないと考えられます

が、将来的には適切な対応によって、健全性を保つ必要があります。 

 この指標が示す機械・電気設備については、急な故障等で断水が発生するような重要設備

を含んでいるため、特に計画的な修繕・更新が求められます。 

 

 

 

 経年化管路率は 4.7％となっており、全国平均、県内平均、類似事業体平均の半分以下と

なっています。 

 したがって、他事業体に比較して、健全度が保たれた状況にあると考えられますが、未更

新の管路が約 50km（約 30 億円）残存しているため、将来的には順次更新して健全性を保

つ必要があります。 

 管路については、水道の資産額の大部分を占めるため、特に財源の確保を並行して検討し

つつ、優先度に配慮した投資の平準化等を図る必要があります。 
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 また、既存の施設において、劣化診断及び耐震一次診断を実施した結果、老朽度大の施設

が 9 箇所、老朽度中の施設が 14 箇所、耐震性が低い施設が 44 箇所ありました。 

 重複する箇所を除いた更新・修繕が必要な施設数は 59 箇所となっています。 

 

今後は、人口減少等の影響により水道料金収入が減少し、財源の確保がこれまで以上に難

しくなるため、経営状況の厳しさが増す可能性が高いと予測しています。 

したがって、今後の施設整備については、水需要予測に合わせてアセットマネジメントの

考え方に則り、優先順位に基づく施設更新、施設の延命化、施設整備規模のダウンサイジン

グ等を検討して、効率的に施設の健全性を確保する必要があります。 

 

「経年化・老朽化施設の状況」の観点からの課題 

●優先順位に基づく老朽化施設の計画的更新 

●既存施設の延命化方策 

●施設整備規模適正化の検討 
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※（参考）構造物の劣化 

構造物の代表的な劣化現象については、写真 2-1 に示すとおりです。 

経年化した施設において見られる現象で、放置しておくと耐震性能の低下や致命的な破損

の原因になります。 

そのため、こまめな修繕によって、施設の機能を健全に保つ必要があります。 

 

 

 

写真 2-1 代表的な劣化現象 

 

エフロレッセンス 漏水ひび割れ 豆板（ジャンカ） 

コールドジョイント 塗膜の劣化 鉄筋露出 
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④経営、財務の状況 

 経常収支比率は、収益性を評価する も代表的な指標で、100％を超えていれば、黒字

経営と評価できます。 

 本市の経常収支比率は、112.5％となっており、全国平均、県内平均、類似事業体平均

とほぼ同水準となっており、また、100％を超えているため黒字経営となっています。 

 したがって、現在のところ良好な収益性が保たれていますが、今後、人口減少等により、

給水収益が減少した場合、収益性が悪化する可能性があります。 

 

 

 

 自己資本構成比率は、総資本（負債及び資本）に占める自己資本の割合を示しており、

財務的健全性を示す指標の 1 つです。 

 この値が低い場合、企業債等の“借金”に依存した財務体質となりますので、高めに保

つことが理想です。 

 本市の自己資本構成比率は 43.8％となっており、全国平均、県内平均、類似事業体平

均を下回っており、やや財務健全性が低下していると考えられます。 

また、企業債残高は現在約 100 億円となっていますが、給水収益（約 20 億円）の約

５倍となっています。企業債残高の全国平均は給水収益の約 3 倍強であるため、本市はか

なり高い水準となっており、今後、起債充当率の検証等による改善が必要となります。 
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 本市の水道料金については、以下に示すとおりです。 

 口径別の二部料金制（基本料金、従量料金を設定）を採用しており、基本水量が設定さ

れています。 

 この料金体系自体は、他の事業体でも一般的に採用されています。 

 

表 2-6 延岡市の水道料金体系 

 

 

 この料金体系に基づき給水収益を得ているところですが、これを有収水量 1m3 当たりに

換算したものを供給単価と称し、他の事業体と比較しました。 

 本市の供給単価は 134.4 円/m3 となっており、全国平均、県内平均、類似事業体平均

を下回っています。 

メーター口径 従量料⾦

（ｍｍ） ⽔量 ⾦額（円）

5ｍ3未満 582 －

5ｍ3以上10m3以下 958

20 10m3以下 1,123

25 10m3以下 1,454

40 － 3,172

50 － 5,465

75 － 11,620

13

10m3を超えるとき
138円/m3

138円/m3

公衆浴場⽤ 従量料⾦ 92 円/m3

基本料⾦（１⽉あたり）
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 これは、料金設定が安価であることを意味しており、一般に、原水が清澄な地下水の事

業体では、運営コストが安価なため料金が安く設定されているケースが多く、本市もその

ような傾向に合致しています。 

 

 

 

 職員一人当たり給水収益は、損益勘定職員一人当たりの生産性について、給水収益を基

準として把握するための指標であり、この値が高いほど職員の生産性が高いことを示しま

す。 

 本市の職員一人当たり給水収益については、53,731 千円/人となっており、全国平均、

類似事業体平均を 10,000～20,000 千円/人程度下回っています。 

 これについては、料金設定自体が安価であることにもよりますが、類似事業体平均より

低いため、やや職員数が多い結果であるとも考えられます。 

 今後、技術水準を維持しながら、コスト縮減に努めることが課題と考えています。 
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「経営、財務の状況」の観点からの課題 

●人口減少による給水収益減少への対応 

●施設整備に対する合理的な財源の確保 

●生産性の向上 
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⑤職員の確保状況 

 技術職員率は全職員に占める技術職員総数の比率を示し、この率が低ければ水道事業体

として直営での施設の維持管理が難しいことを意味します。 

 本市の技術職員率は 48.3％となっており、全国平均、県内平均、類似事業体平均に比

較して同水準にあります。 

 したがって、短期的には施設の維持管理等において、大きな支障が生じることはないと

考えられます。 

 

 

 

 水道業務経験年数度は全職員の水道業務経験年数を全職員数で除した値であり、水道業

務の経験年数により、人的資源としての専門技術の蓄積を評価する指標です。 

 本市の水道業務経験年数度は、5.7 年となっており、全国平均、県内平均、類似事業体

平均に比較して、1/3 程度以下となっています。 

 水道経験年数自体は長ければ良いというものではないですが、特に維持管理の中枢部門

では緊急時対応を含めて経験が必要と考えられるため、今後、そのような職員を育成、確

保していくことが肝要です。 

 なお、前回の延岡市水道ビジョンの策定時においては、30 年以上勤続の職員も多数い

たため、その退職に備えた技術継承を課題として取り上げましたが、現在、その時期を迎

えたところです。 
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「職員の確保状況」の観点からの課題 

●工事監督員の確保 

●質の高い職員の確保 

●ベテラン職員退職に伴う技術の継承 
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⑥官民連携の状況 

 水道事業を取り巻く経営環境が厳しさを増す状況において、事業体単独での対応に限界

がある場合には、近隣の事業体や民間事業者等立場を越えた連携が必要となります。 

 本市では、料金徴収等の窓口業務について民間事業者に委託することによって、人材の

確保や経費の節減に努めています。 

 また、災害時における応急給水支援として、以下の連携を確立しています。 

・延岡市管工事共同組合等と締結した「災害時における水道の応急復旧に関する協定」

に基づく応急活動支援。 

・旭化成㈱と締結した「災害時における飲料水等の供給に関する協定」に基づき設置さ

れた「ライフスポット」を災害時の給水拠点として活用。 

・一定の条件を満たした個人所有の井戸を「災害時協力井戸」として登録し、災害時の

給水拠点として活用。 

・「災害時応援隊員」として登録した市内在住の水道事業体退職者による被害状況の早

期把握と応急活動の支援。 

 官民連携には多様な形態がありますが、今後、本市の水道事業を俯瞰した上で適切な官

民連携の形態を検討する必要があります。 

 

「官民連携の状況」の観点からの課題 

●技術水準の確保及び経営効率化を踏まえた新たな経営形態の検討 
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3 将来の事業環境 

 

3.1 外部環境 

 

1）水需要の見通し 

近年、本市の行政区域内人口は、少子高齢化の社会情勢を受け、減少傾向にあります。

それに伴い、給水区域内人口、給水人口も、減少傾向にあります。 

給水人口が減少しているにも関わらず給水戸数が増加しているのは、核家族化の影響を

受けていると考えられます。 

給水量についても同様に減少傾向にあり、一日 大給水量、一日平均給水量ともに減少

しています。 

平成 28 年度には、簡易水道事業を上水道事業に統合したため、給水人口、給水量とも

増加する計画ですが、その後は行政区域内人口の減少に合わせて緩やかに減少していく見

通しです。 

 

 

図 3-1 給水人口と給水量の推移 

 

 

 

平成 28 年度に簡易水道事業を統合 



31 

表 3-1 水需要の動向 

 

 

 

 このような傾向が予想されるため、将来的には施設の効率性等が低下する可能性があり、

アセットマネジメントに基づく施設の統廃合等を進め、 適な施設形態を具現化する必要

があります。 

 また、給水収益の落ち込みが予想されるため、必要な財源の確保等を進める必要があり

ます。 

 

2）水源の状況 

 本市の水源は、清澄な伏流水、地下水が主となっており、短中期的にこれが汚染される

可能性は低いと考えらえます。 

 また、これらの水源は表流水に比較して渇水に強く、近年の降雨傾向に左右されにくい

と考えられます。 

 したがって、本市の水源が、急激に悪化することは考えにくいところですが、引き続き

注意深く監視する必要があります。 

 

 

  

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

⾏政区域内人口 （人） 129,556 132,617 131,489 130,712 129,914 130,450 129,425 128,269 127,118 125,834 124,838

給⽔区域内人口 （人） 116,922 115,926 115,224 114,570 114,129 114,643 114,324 113,291 112,273 111,132 110,254

給⽔人口 （人） 115,062 114,070 113,508 112,876 112,790 113,445 113,551 112,691 111,688 110,554 109,703

給⽔普及率 （％） 98.4 98.4 98.5 98.5 98.8 99.0 99.3 99.5 99.5 99.5 99.5

給⽔⼾数 （⼾） 49,592 49,728 50,154 50,431 50,508 50,768 51,138 51,302 51,667 51,749 51,480

⼀日最大給⽔量 （m3/日） 54,070 52,693 51,997 52,172 49,603 46,359 50,139 48,432 48,408 46,146 49,411

⼀日平均給⽔量 （m3/日） 46,411 45,440 44,713 43,619 44,129 43,866 42,787 42,008 41,970 40,459 41,308

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

⾏政区域内人口 （人） 123,765 122,692 121,619 120,547 119,475 118,291 117,106 115,922 114,738 113,552

給⽔区域内人口 （人） 122,235 121,173 120,120 119,064 118,005 116,836 115,667 114,498 113,330 112,162

給⽔人口 （人） 120,844 119,889 119,056 118,110 117,268 116,203 115,241 114,129 113,124 112,012

給⽔普及率 （％） 98.9 98.9 99.1 99.2 99.4 99.5 99.6 99.7 99.8 99.9

給⽔⼾数 （⼾） 56,725 56,712 56,758 56,750 56,791 56,724 56,708 56,621 56,561 56,471

⼀日最大給⽔量 （m3/日） 55,864 55,389 54,864 54,453 54,076 53,620 53,201 52,691 52,265 51,800

⼀日平均給⽔量 （m3/日） 45,314 44,927 44,497 44,162 43,855 43,485 43,147 42,730 42,385 42,010
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3.2 内部環境 

 

1）施設の老朽化 

 水道施設の更新は、社会基盤施設として耐震・耐久性を確保する上で重要です。 

健全度はその施設が機能を維持し、安全で安定した運転が可能な施設であるかを示す指

標です。 

 

 「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き」（厚生労働省）

によると施設・管路の経過年数と健全度の目安が表 3-2 に示すような例が示されており、

本市においてもそれに準拠した評価を実施しました。 

 

表 3-2 施設・管路の経過年数と健全度の目安 

（施設） 

 

（管路） 

 

 

 本市における水道施設の健全度について、更新等の手当てを実施しなかった場合の見通

しを図 3-2 に示します。 

 これによると、健全資産以外の経年化資産、老朽化資産の割合が平成 45 年（2033 年）

には半分以上を占めることがわかります。 

 

⽼朽化資産額 経過年数が法定耐⽤年数の1.5倍を超えた資産額

名称 説明
健全資産額 経過年数が法定耐⽤年数以内の資産額
経年化資産額 経過年数が法定耐⽤年数の1.0〜1.5倍の資産額

経年化管路延⻑ 経過年数が法定耐⽤年数の1.0〜1.5倍の管路延⻑
⽼朽化管路延⻑ 経過年数が法定耐⽤年数の1.5倍を超えた管路延⻑

名称 説明
健全管路延⻑ 経過年数が法定耐⽤年数以内の管路延⻑
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図 3-2 施設の健全度の見通し 

 

 本市における水道用管路の健全度について、更新等の手当てを実施しなかった場合の見

通しを図 3-3 に示します。 

 これによると、平成 45 年（2033 年）において、健全資産以外の経年化資産、老朽化

資産が半分以上の割合を占めています。 
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図 3-3 管路の健全度の見通し 

 

 このまま修繕、更新等の手当てを実施しない場合、徐々に施設、管路の機能が低下し、

安定した水道水の供給に支障を生じると考えられます。 

 

2）資金の確保 

 今後、施設の更新費用がどの程度発生するかについて、仮に地方公営企業法が定める法

定耐用年数に基づいて継続的に更新するとした場合の検討を実施しました。 

 施設の更新需要については、図 3-4 に示すとおりであり、5 年単位で 9 億円から 40

億円程度の事業が発生する見通しとなっています。 
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図 3-4 施設の更新需要の見通し 

 

 管路の更新需要については、図 3-5 に示すとおりであり、5 年単位で 30 億円から 70

億円程度の事業が発生する見通しとなっています。 

 

 

図 3-5 管路の更新需要の見通し 

 

 一方、これらの更新需要を見込んだ財政収支の見通しについても検討しました。 

 このまま、料金改定等の措置を講じなかった場合の収益的収支の見通しについては、図

3-6 に示すとおりです。 
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 平成 35 年（2023 年）を過ぎたあたりから赤字が生じる見通しとなっており、以降、

赤字幅が徐々に広がっていく見通しとなっています。 

 

 

 

図 3-6 収益的収支の見通し 

 

 資本的収支の見通しについては、図 3-7 に示すとおりです。 

通常、この収支は赤字となっており、収益的収支より得た利益、減価償却費等の内部留

保資金によって補てんされた結果、資金残高が変動します。 

 法定耐用年数にしたがって発生する更新需要にそのまま対応すると、平成 29 年（2017

年）を過ぎた頃に資金残高がマイナスになっており、資金が枯渇する見通しです。 
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図 3-7 資本的収支の見通し 

 

 これらの見通しから、財政的にはかなり厳しい環境にあることがわかります。 

 

3）職員数の見通し 

 水道事業に関わる職員数は、適正に事業を運営する上で、必要十分な体制を確保する必

要があります。 

 特に、水道事業特有の技術職員については水道の安定供給のため、質の高い職員を確保

することが理想的です。 

 ただし、不必要な人員を多く維持することは経営の圧迫要因になりかねないため、事業

環境を十分検討し、適正化する必要があります。 
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 本市の水道事業に関わる職員数の推移については、図 3-8 に示すとおりです。 

 経営努力として、損益勘定職員数を削減しているところですが、施設の新設、更新に関

わる補充として資本勘定職員を確保しており、現在のところ、総数として不足がない状況

となっています。 

 しかし、今後は経営環境が厳しくなるにつれ、さらに組織のスリム化が求められるとこ

ろであり、民間委託についても検討しながら、水道の運営に必要な人員をいかに確保して

いくかが大きな課題となります。 

 

 

図 3-8 職員数の推移 
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4 水道の理想像と目標設定 

 

4.1 水道の理想像 

厚生労働省の新水道ビジョンに掲げられた望ましい水道とは、「時代や環境の変化に的

確に対応しつつ、水質基準に適合した水が、必要な量、いつでも、どこでも、誰でも、合

理的な対価をもって、持続的に受け取ることが可能な水道」とされており、本市において

も理想的な水道と考えられます。 

このような水道を実現するためには、「水道水の安全の確保」、「確実な給水の確保」、「供

給体制の持続性の確保」の３つが必要となります。 

厚生労働省が示した新水道ビジョンでは、水道水の安全の確保を「安全」、確実な給水

の確保を「強靱」、供給体制の持続性の確保を「持続」と表現し、これら３つの観点から、

５０年後、１００年後の水道の理想像を具体的に示し、これを関係者間で共有することを

求めています。 

 

 

図 4-1 新水道ビジョンが示す水道の理想像 
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◆ 安全な水道 --------------------------------------------------------------- 

安全の観点からみた水道の理想像は、水道原水の水質保全、適正な浄水処理、管路内及

び給水装置における水質保持や飲用井戸等の衛生対策が徹底されることにより、すべての

住民が、いつでもどこでも、おいしく水を飲めることです。 

さらに、高度な管理と良好な水質を保持し、継続的に水質の向上に努力する必要があり

ます。 

本市の水道の普及率は 98.4％に達しており、市民生活のライフラインとして重要な役

割を担っているという現状があります。 

クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原生物対策として紫外線処理設備を整備し、さら

なる水道水質の安全強化に取り組んでいますが、今後も清浄にして豊富低廉な水を安定し

て供給できるように効率的で効果的な事業投資を行う必要があります。 

 

◆ 強靭な水道 --------------------------------------------------------------- 

強靱の観点からみた水道の理想像は、老朽化した施設の計画的な更新により、平常時の

事故率は維持もしくは低下し、施設の健全度が保たれ、水道施設の耐震化やバックアップ

体制、近隣水道事業者とのネットワーク網を構築して自然災害等による被災を 小限にと

どめるとともに、水道施設が被災した場合であっても、迅速に復旧できる強くしなやかな

水道が構築されることです。 

本市の水道は昭和２７年に起工し、創設当時からの施設は６０年以上を経過し老朽化が

進んでおり、地震等の自然災害に対応できない状況にあり、かつ施設の多くが更新時期を

迎えているという現状があります。 

各水道施設の更新時に災害対策・耐震化に取り組んでいますが、常時、安定給水するた

めに、漏水・断水等に対応する早急な復旧体制をさらに充実させるとともに、計画的な施

設の更新と災害対策に取り組む必要があります。 

 

◆ 水道サービスの持続 ------------------------------------------------------- 

持続の観点からみた水道の理想像は、給水人口や給水量が減少した状況においても、料

金収入による健全かつ安定的な事業運営がなされ、水道に関する技術、知識を有する人材

により、いつでも安全な水道水を安定的に供給でき、地域に信頼され続ける近隣の事業者

間において連携し水道施設の共同管理や統廃合を進め、広域化や官民連携等による 適な

事業形態の水道が実現することです。 

本市の水道事業を取り巻く環境は、給水人口の減少や節水型社会への移行等により、水

需要が伸び悩み、水道事業収益の根幹をなす給水収益が減少しているとともに、事業面で

は水質管理の強化や老朽施設の改築・更新等に多額の資金が必要であり、水道事業経営が

大変厳しくなってきている現状があります。 
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安全な水道   ～いつ飲んでも安全な信頼される水道～ 

強靭な水道   ～災害に強く、たくましい水道～ 

水道事業の持続 ～いつまでも皆様の近くにありつづける水道～ 

水道事業を持続していくために、施設の統廃合やダウンサイジングに取り組んでいます

が、今後も効率的な事業運営と料金収入の適正化によって経営の安定化を図る必要があり

ます。 

 

 これらを踏まえた本市の水道事業の将来像については、以下に示すとおりです。 

 

 

 

 

 

 

4.2 事業の方向性 

新水道ビジョンが目指す事業の方向性を踏まえつつ、本市の水道事業の将来像実現のた

め、今後 10 年間の施策体系を次のように設定しました。 

 以下は、上位計画である第 6 次延岡市長期総合計画に準拠しています。 

 

 

図 4-2 施策の体系  

Ⅰ.安全な水道 

（いつ飲んでも安全な信頼される水道） 

1）安心して飲める良質な水道

2）適正な水質管理体制

Ⅱ.強靭な水道 

（災害に強く、たくましい水道） 

1）危機管理に対応できる水道

2）適切な施設更新、耐震化

Ⅲ.水道事業の持続 

（いつまでも皆様の近くにありつづける水道）

1）長期的に安定した事業基盤

2）人口減少社会を踏まえた対応

『いつでもおいしい延岡の水！！』 
～100 年先を見据えた 10 年計画の推進～ 
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施策の概要について以下に示します。 

 

表 4-1 施策の概要 

将来像 基本的方向・目指す姿 

Ⅰ 

安
全
な
水
道 

時代や環境の変化に対して的確に対応しつつ、水質基準に適合した水を、『必

要な量、いつでも、どこでも、誰でも、合理的な対価をもって、持続的に受け取

ることが可能な水道』を目指します。 

 

施策項目 施策の内容 

1）安心して飲める良質

な水道 

安心・安全な暮らしを実現するため、積極的に水質

検査結果の公表や、水道事業の広報活動を実施します。

 

2）適正な水質管理体制 良好な水源を確保・保全し、水源に応じた施設整備

と水質管理を徹底するとともに、水源地の適正な保全

管理を実施します。 

水源、水道施設及びこれらの周辺を清潔に保持する

とともに、水を適正かつ合理的に使用します。 

 

 

将来像 基本的方向・目指す姿 

Ⅱ 

強
靭
な
水
道 

アセットマネジメントを基に、中長期の更新計画を作成し、水道施設の統合や

老朽管の布設替え等の投資を効率的に行えるよう取り組みます。 

 

施策項目 施策の内容 

1）危機管理に対応でき

る水道 

水道施設の耐震化やバックアップ体制を構築するこ

とにより、緊急時や災害時の影響範囲を 小限にとど

めるとともに、断水時の給水活動や広報の迅速化を図

ります。 

 

2）適切な施設更新、耐

震化 

老朽化した水道施設の計画的な更新や基幹管路・重

要拠点施設への配水管の耐震化を図ります。 

 

 

将来像 基本的方向・目指す姿 

Ⅲ 

水
道
事
業
の
持
続 

事務事業の見直しによる経費節減に努めるとともに経営方針を作成し、水道料

金の適正化を図ることにより、自立安定した経営基盤の構築を目指します。 

 

施策項目 施策の内容 

1）長期的に安定した事

業基盤 

持続可能な水道事業を目指し、アセットマネジメン

トに基づく中長期的な更新計画を推進します。 

 

2)）人口減少社会を踏ま

えた対応 

給水人口や給水量が減少した状況においても、健全

かつ安定的な事業運営を行います。 
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5 推進する実現方策 

 

5.1 安全な水道 

時代や環境の変化に対して的確に対応しつつ、水質基準に適合した水を、『必要な量、

いつでも、どこでも、誰でも、合理的な対価をもって、持続的に受け取ることが可能な水

道』を目指します。 

 

 

 

1）安心して飲める良質な水道 

安心・安全な暮らしを実現するため、積極的に水質検査結果の公表や、水道事業の広報

活動を実施します。 

 

①適正な浄水技術の検討 

 水源を取り巻く環境は、年々、厳しさを

増しており、また、新たな観点から水質基

準が改定される等、安全な水質を確保する

ための浄水技術の維持、向上は不可欠とな

っています。 

本市では、クリプトスポリジウム等の汚

染への速やかな対策が求められる水源につ

いては、紫外線処理設備の導入が進んでい

るところですが、今後も水源環境を注意深

く監視し、社会的ニーズに合った新たな浄

水技術について必要に応じ導入を検討します。 

 

②直結給水の推進 

直結給水は、受水槽等で給水を受ける方式と異なり、水が滞留することなく各戸への給

水が可能なため、水質の劣化を防止できます。 

Ⅰ.安全な水道 

（いつ飲んでも安全な信頼される水道） 

1）安心して飲める良質な水道

2）適正な水質管理体制

写真 5-1 紫外線処理設備（祝子） 
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ただし、直結給水方式の導入にあたっては受水槽で貯水しないため、その時点で必要な

給水量を安定して供給できる規模の管路等を整備する必要があり、これまでは、直結給水

について申請があった場合、個別に対応してきました。 

今後は次に示すとおり、より積極的に取り組みます。 

 集合住宅の給水申込時に、直結給水が可能である場合には、直結給水方式を推奨します。 

 広報媒体に直結給水化のメリットを記載する等、積極的に導入を推進します。 

 

2）適正な水質管理体制 

良好な水源を確保・保全し、水源に応じた施設整備と水質管理を徹底するとともに、水

源地の適正な保全管理を実施します。 

水源、水道施設及びこれらの周辺を清潔に保持するとともに、水を適正かつ合理的に使

用します。 

 

①水安全計画に基づく水質管理の高度化と公表 

水安全計画とは、水源から給水栓に至る全ての段階において包括的な危害評価と危害管

理を行うことで、安全な飲料水を常時供給し続けるために有効なシステムです。 

本市においては「水安全計画」を策定したところであり、これに基づいて安心な水を供

給するための体制をさらに強化します。 

今後、水源環境等の変化に即応するため、定期的に水安全計画の内容を検証し、水質管

理の適正化を図ります。 

また、引き続き水質検査計画に基づく、水質測定結果の公表を通じて、市民の皆様に水

質の安全性をご確認いただくとともに、万一の水質事故等の情報は迅速に公表して注意喚

起を促す等により、信頼関係を醸成したいと考えています。 

 

②水道未普及地区の解消 

水道未普及地区の 1 つである瀬口地区を給水区域に取り込みます。 

また、その他の水道未普及地区については、上下水道局による事業の他、他部署との協

力や、様々な補助事業採択等も視野に入れ、皆様が安全な水を飲むことができるように、

解消に向けた取り組みを行います。 

 

③定期的な流域連携会議の実施 

 水源の保全や事故対応については、特に河川の場合、行政界を超えた周辺事業体との連

携が重要となります。 

 本市は、五ヶ瀬川水系水質汚濁防止連絡協議会に参画し、周辺事業体と水質に関する情

報交換、危機管理体制、水質汚濁防止に関する広報活動、生活排水対策の実施等に関して
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定期的に意見交換しています。 

 今後もこのような取り組みを継続し、周辺事業体と協力しながら、水源環境の維持や水

質事故対策を充実させていく方針です。 

 

④小規模貯水槽対策の検討と実施 

貯水槽水道については、管理の不徹底に起因する衛生上の問題がしばしば発生するため、

水道利用者の不信感につながることが懸念されます。 

これらの設備は原則として設置者が管理していますが、上下水道局として、貯水槽水道

設置者に対する指導、助言及び勧告や、貯水槽水道の利用者に対する情報提供等を行いま

す。 

現状では、貯水槽水道の清掃業者に対する指導等が行われており、今後、関与の幅を広

げるよう検討を進めます。 

 

⑤指定給水装置工事事業者に対する指導の実施 

給水装置工事の施工にあたっての手続きや工事上の条件、事業の変更等があった場合の

上下水道局への届出等、指定給水装置工事事業者の遵守事項が的確に実施されることを目

的に、必要な情報の提供等を行い、講習・研修を定期的に実施するよう努めます。 

 

 

 

  



47 

5.2 強靭な水道 

アセットマネジメントを基に、中長期の更新計画を作成し、水道施設の統合や老朽管の

布設替え等の投資を効率的に行えるよう取り組みます。 

 

 

 

1）危機管理に対応できる水道 

水道施設の耐震化やバックアップ体制を構築することにより、緊急時や災害時の影響範

囲を 小限にとどめるとともに、断水時の給水活動や広報の迅速化を図ります。 

 

①非常用発電設備の整備 

取水ポンプ設備や加圧送水施設等、導送水に電力を必要とする施設で、非常用発電設備

が整備されていない施設があります。 

このような水道施設で停電が発生し

た場合、配水池内に貯留された水によ

り、一定時間は供給可能ですが、停電

が長時間に及ぶと配水池内の貯留水が

なくなり、断水が発生する可能性があ

ります。このため、水の供給に電力を

必要とする施設については非常用発電

設備を整備し、危機管理に対応できる

水道の構築を推進します。 

 

② 監視装置の整備 

水道施設の運転等を適正に行うためには、場所が離れた施設を集中的に監視する遠方監

視装置の整備が有効です。本市においては、概ねこれらの設備は整備が完了し効率化が図

られています。 

また、不審者の侵入等を監視するカメラ装置等については、三輪系、祝子系の水源や配

水池に設置していますが、水道施設への侵入や悪戯等、セキュリティ管理の強化を図るた

め、今後、他の施設にも順次整備する予定です。 

Ⅱ.強靭な水道 

（災害に強く、たくましい水道） 

1）危機管理に対応できる水道

2）適切な施設更新、耐震化

写真 5-2 非常用発電機（西階水源） 
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遠方監視システム             web カメラ 

写真 5-3 監視システムのイメージ 

 

③配水系統間連絡管の整備 

水道はライフラインとしての重要性により、非常時においても給水を継続できるようシ

ステムを考慮する必要があり、異なる配水池系統間を連絡管で接続していれば、バックア

ップとして機能します。 

旧延岡市内の配水池系統については、隣接する配水区同士が管路で連絡しているため、

他系統から一定の供給を行うことが可能となっています。 

 しかしながら、旧町の水道施設については、地形的な制約もあり、異なる配水系統を相

互に融通する機能は未整備のところが多く残っています。 

 今後は、施設の統廃合計画も考慮しながら、これらの独立した配水池系統を連絡してい

くことを検討します。具体的には、旧延岡地区水道の施設と旧北川中央地区簡易水道の施

設の相互融通について検討します。 

これにより、必要水量の全てではないものの、その一部が他の配水系統から供給可能に

なり、災害や事故による断水リスクを低減できます。 

 

③ 緊急遮断弁の整備 

大規模地震等の災害や管路破損事故によって漏水が発生すると、急激に配水池から水が

流出して貯留水量が減少し、給水に支

障を生じる場合があります。 

そのため、地震の揺れや過大な配水

池流出量を検知し、自動的に配水池か

らの水の流出を防ぐ緊急遮断弁を整備

することが有効です。これによって、

当該配水池に一定の水量を貯留し応急

給水としての機能を持たせるとともに、

大規模漏水による道路陥没等、２次災害を防ぐ効果が期待できます。 

写真 5-4 緊急遮断弁 
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緊急遮断弁は規模の大きい主要な配水池等を選定し、それらの更新に伴わせて整備を検

討します。 

 

⑤重要拠点施設への給水の確保 

 重要拠点施設とは、救急指定病院、人工透析病院、主要避難場所、福祉避難所、緊急給

水栓、官公庁等を想定しており、非常時であっても、断水を回避する必要性が高い施設と

なっています。 

 これらの施設に向けた配水管等について耐震性を高めることにより、地震発生時におい

ても断水しにくく災害対策の拠点として機能を発揮できる水道システムの構築に努めます。 

 この水道施設の整備にあたっては、国庫補助金を活用しながら段階的に進める計画です。 

 

  

図 5-1 重要拠点施設への供給ルートの耐震化イメージ 

 

⑥応急給水体制の強化 

応急給水が必要な事態としては、大規模な災害や漏水事故等による断水が想定されます。 

上下水道局では、災害時でも大規模な断水を発生させないため、また、仮に発生しても

可能な限り小規模に抑制するため、施設の耐震化等の施設整備を進めていますが、万一、

応急給水が必要となった場合に備え、市民の皆様が生活用水の確保に困らないように、次

の施策を実施します。 

・災害時協力井戸の周知を徹底します。（登録井戸がある住宅

及び事業所には、屋外に右のような看板を掲示しています。） 

・老朽管路の更新や管路の耐震化に併せて緊急給水栓を積極

的に整備し、救命ライフラインとしての役割を強化します。 

・日頃から応急給水訓練を実施するとともに給水車を点検・
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写真 5-5 給水車 写真 5-6 応急給水訓練状況 

整備を行います。 

・災害対策マニュアルを充実させ、必要に応じて見直しを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 応急給水を実施する給水拠点施設 

 

旭化成ライフスポットとは、地震等の大規模災害発生時に

備えて、旭化成（株）と「災害時における飲料水等の供給

に関する協定」を締結しており、延岡地区工場 3 拠点に

設置された給水装置です。近隣の方々に飲料水を応急給水

することができます。 
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⑦危機管理対策の検討 

地震及び津波対策については耐震化をはじめとする予防的保全のみで対応することは

困難であり、被災時においても 低限の事業が継続されるよう予め対応方法を検討するこ

とは有効な危機管理対策となります。本市では、上下水道事業継続計画（BCP）、上水道

危機管理マニュアル及び上水道災害対策マニュアルをすでに策定しており、これらを通じ

てさらなる被災時対応の充実を図ります。 

 

2）適切な施設更新、耐震化 

老朽化した水道施設の計画的な更新や基幹管路・重要拠点施設への配水管の耐震化を図

ります。 

 

①老朽化施設の更新 

水道施設は恒久的に使用できるものではなく、補修や修繕でも機能が不足する場合は更

新等の対応が必要となります。 

本市においても、設置後、相当の年数が経過した施設もあり、計画的に更新します。 

特に、直海配水池は速やかな更新が必要であり、本ビジョンの計画期間中に更新を実施

する予定です。 

また、耐用年数を大幅に超過した機械・電気設備や、機能が劣化し更新が望ましいと判

断された設備について計画的に更新し、水道水の安定供給に努めます。 

 

②既存水道施設の改良 

配水池等はコンクリート躯体の劣化進行により、小規模ながら部分的な漏水を生じる場

合があります。 

このような施設については、劣化の進行を防止

し、継続利用するため、劣化部補修工事を行う必

要があり、優先順位に基づき合理的に対応します。 

また、整備年度が古く、現在の施設整備基準か

ら見て不備のある設備も見られるため、これらの

改良工事を行い水道水の安定供給に努めます。 

 

③水道施設の耐震化 

本市においては、図 5-3 に示すとおり震度６強以上の地震発生や、図 5-4 に示すとお

り液状化の発生も予測されており、耐震化されていない施設が大きな被害を受けるととも

に、図 5-5 に示すとおり標高の低い海沿いでは津波による浸水被害が予想され、大規模な

断水が発生する可能性があります。

写真 5-7 配水池側壁からの漏水状況
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図 5-3 宮崎県による想定震度分布（県独自震源モデル） 
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図 5-4 宮崎県による液状化可能性の分布（県独自震源モデル） 
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図 5-5 津波浸水の被害分布 
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仮に上記のような地震が発生した場合、管路の被害は 6 千箇所近く発生し、復旧に要す

る費用は施設及び管路を合わせて約 10～15 億円という試算もあり、市民生活に重大な支

障が生じると予想されています。 

本市は南海トラフ地震防災対策推進地域及び南海トラフ地震津波避難対策特別強化地

域に指定されており、浄水場、配水池及び基幹管路の耐震化率を早期に 100％とすること

が望ましいとされています。 

したがって、これに準拠して、できるだけ速やかに水道施設の耐震性を向上させる必要

があります。 

ただし、水道施設の耐震化には多額の費用を要するため、被害を受けた場合に影響が大

きい重要な施設より計画的に耐震化を進め、地震に強い水道施設を構築します。 

 

 

図 5-5 配水池の補強・更新のイメージ 

 

 

図 5-6 離脱に強い管路の仕組みのイメージ 
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5.3 水道事業の持続 

事務事業の見直しによる経費節減に努めるとともに経営方針を作成し、水道料金の適正

化を図ることにより、自立安定した経営基盤の構築を目指します。 

 

 

 

1）長期的に安定した事業基盤 

持続可能な水道事業を目指し、アセットマネジメントに基づく中長期的な更新計画を推

進します。 

 

①施設の延命化・長寿命化 

老朽化施設の更新については、過去、重点的に整備した施設の更新が同年度に重なり、

ある年度に財政的な負担が集中することがあります。これを回避するためには、既存施設

の適切なメンテナンス等を実施して延命化を図り、年度ごとの施設整備費を平準化するこ

とが有効です。 

これについて、本市ではアセットマネジメント（タイプ 4-D）の構築が完了したところ

であり、今後、このマネジメントを運用し、中長期計画を改善しながら、投資の適正化を

図ります。 

また、新規に整備する施設については、耐久性向

上に資する工法の採用や、質の高い施工（工事）の

確保等により、施設の長寿命化を図ります。 

右の写真は配水管の布設状況ですが、管材がビニ

ールで捲かれています。これはポリエチレンスリー

ブと呼ばれ、この状態で埋設することにより、管路

の外面が直接土壌に触れることを防いで管の劣化を

防ぎ、長寿命化を図る効果があります。また、近年、

耐用年数が 100 年とされる長寿命な管材が開発さ

れており、ライフサイクルコストの低減化を図るこ

とができます。 

以上のように、既存劣化施設の補修や適切なメン

Ⅲ.水道事業の持続 

（いつまでも皆様の近くにありつづける水道）

1）長期的に安定した事業基盤

2）人口減少社会を踏まえた対応

写真 5-8 ポリエチレンスリーブ
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テナンス、施設整備工事の際の品質確保等を図り、既存施設の有効利用、新規整備施設の

長寿命化に努め、施設整備費用の抑制を図ります。 

 

②内部研修の実施及び外部研修への積極的参加 

本市の水道事業では多くのベテラン職員が退職し、若手職員の比率が高いという特徴が

あり、今後ベテラン職員の持っていた知識や技術の継承が大きな課題となっています。 

この技術の継承のため、内部研修の実施による職員間の技術交流や、外部研修等への積

極的な参加による技術の研鑽を通し、必要な技術や知識について確実な継承に努めます。 

また、知識を継承するための補助ツールとして導入した設備台帳システムや管路台帳シ

ステムといった業務支援システムを有効活用し、知識の共有を図るとともに、タブレット

型端末を用いて現地で断水影響範囲を確認する等、安全で確実な業務の遂行に努めていま

す。 

さらに、職員の技術研鑽のため、法定資格や民間資格の取得を推奨する等、技術レベル

の向上に努めます。 

 

③水道利用者とのコミュニケーションの活性化 

水道利用者のご理解のもと水道事業を実施していくため、今後もホームページを通じた

情報公開等を積極的に行います。 

また、パブリックコメントの募集やアンケート調査を実施する等、水道利用者のニーズ

の把握、効果的な広報活動の展開を図り、双方向のコミュニケーションを確立して水道利

用者の満足度が高い水道事業を目指します。 

 

2）人口減少社会を踏まえた対応 

給水人口や給水量が減少した状況においても、健全かつ安定的な事業運営を行います。 

 

①施設規模の適正化 

 水使用量の減少に伴い、必ずしも現在の施設規模が適正ではない箇所が増えると予想さ

れます。 

 そのため、中長期的な水需要量の見通しを分析し施設の統廃合を行いながら、それに見

合った適正な施設規模への更新を検討します。 

ただし、施設には耐用年数がありますので、アセットマネジメントによって適正な更新

時期を評価し、それに合わせて更新や統廃合等の再構築を進める計画です。 

 

②適正な給水収益の確保 

 今後、人口減少に伴い給水収益が減少する中、老朽化施設の更新や耐震化に対応する財
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源を確保する必要があります。 

これについては、一層の経営効率化により支出削減に努める予定ですが、「3.2 内部環境」

で示したとおり、相当、厳しい財政状況に陥ると予想されます。 

 したがって、さらなる経営効率化等は引き続き努力するとともに、必要に応じて料金改

定について検討し収益の適正化を図ります。 

 平成 25 年度に実施したアセットマネジメントの検討結果によると、必要な耐震化事業

及び重点事業等を実施した場合、収益的収支・損益、資本的収支・資金残高、事業費・企

業債等の見通し（料金据置）は図 5-7、図 5-8、図 5-9 に示すとおりとなります。 

 現在の料金体系では、平成 30 年度（2018 年度）を過ぎる頃、資金残高が枯渇し、水

道事業運営が困難となる見通しです。 

 

 

図 5-7 収益的収支・損益の見通し（料金据置） 

 

図 5-8 資本的収支・資金残高の見通し（料金据置） 
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図 5-9 事業費・企業債の見通し（料金据置） 

 

水使用量の落ち込みに対応しながら、耐震化事業や重点事業等の実施を可能とする適正

な収益を確保するため、さらなる事業経営努力及び料金改定の必要性があり、水道事業経

営戦略を策定していく中で検討します。 

 

【参考資料】アセットマネジメントにおける料金改定試算２０％ 

年度 料金改定率 

（％） 

供給単価 

（円/m3）

給水収益 

（千円） 

企業債残高/ 

給水収益 

（倍） 

参考 

一般家庭の水道料金

30m3/月※の場合 

H25 2013 - 134.1 2,043,636 10,064,964 4.9 3,718

H28 2016 20 160.9 2,405,593 9,605,676 4.0 4,462

H50 2038 10 177.0 2,062,721 6,941,932 3.4 4,908

H60 2048 10 194.7 2,004,378 6,302,694 3.1 5,399

H70 2058 5 204.4 1,863,960 5,488,010 2.9 5,669

H74 2062 - 204.4 1,775,638 5,473,043 3.1 5,669

※ 一般家庭使用水量＝1 家庭構成員 4 人×H24 年度生活用水量原単位 250L/人/日×30 日＝30.0m3. 

現行料金、口径 13mm で試算。H28 以降は料金改定率を乗じて算出。 
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図 5-10 収益的収支・損益の見通し（料金改定） 

 

 

図 5-11 資本的収支・資金残高の見通し（料金改定） 
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図 5-12 資本的収支・資金残高の見通し（料金改定） 

 

 なお、図 5-7～図 5-12 の基とした数値については、表 5-1 に示すとおりです。 
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③新たな経営形態等の模索 

 本市では、水道の公共性を重視し、直営を基本としています。 

今後、経営環境が厳しさを増す中、効率化を目的とした従来型の委託について検討する

とともに、第三者委託を含むより包括的な委託についても検討を進めます。 

特に、料金関係の窓口業務等について導入の可能性を検討します。 

また、現在のところ、周辺事業体を含めた広域化について具体的な計画はありませんが、

連絡を密に保ち、災害対応をはじめソフト的な協力体制は引き続き強化していく方針です。 
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6 フォローアップ 

 

 今後は本ビジョンによる実現化方策について、それらの優先順位を考慮しながら、事業

を実施します。 

しかし、内部環境や外部環境の変化にともなって、本ビジョンの内容が陳腐化すること

も想定され、より実効性のある計画とするために、定期的にフォローアップを実施します。 

 フォローアップでは、下図に示すとおり、計画の策定（Plan）、事業の推進（Do）、目

標達成状況の確認（Check）、改善の検討（Active）を行います。（PDCA サイクル） 

 また、このサイクルにより、当初の計画や事業推進に伴う問題点、事業の有効性等を明

確にし、定期的に計画を見直します。 

 

 

図 6-1 新水道ビジョンＰＤＣＡサイクル 
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⽔

人
口

の
⽐

率
で

あ
る

。
こ

の
⽐

率
が

⾼
い

ほ
ど

、
多

く
の

需
要

者
へ

⽔
道

サ
ー

ビ
ス

が
普

及
し

て
い

る
と

い
え

る
。

20
07

配
⽔

管
延

⻑
密

度
km

/k
m

2
7.

0
6.

8
5.

9
7.

0
配

⽔
管

延
⻑

/給
⽔

区
域

⾯
積

20
07

は
⽔

道
事

業
内

の
給

⽔
区

域
⾯

1m
2 あ

た
り

の
配

⽔
管

延
⻑

を
⽰

す
。

こ
の

値
は

他
系

統
と

の
通

⽔
や

管
網

整
備

が
進

ん
で

い
る

場
合

大
き

く
な

る
が

、
⽔

道
事

業
に

よ
り

そ
の

適
切

な
規

模
は

異
な

る
。

20
08

⽔
道

メ
ー

タ
密

度
個

/k
m

60
.7

88
.0

64
.0

72
.0

⽔
道

メ
ー

タ
数

/配
⽔

管
延

⻑
20

08
は

配
⽔

管
延

⻑
１

km
あ

た
り

の
⽔

道
メ

ー
タ

数
を

⽰
し

て
お

り
、

こ
の

値
が

大
き

い
ほ

ど
事

故
等

に
お

け
る

断
⽔

等
の

影
響

を
受

け
る

⼾
数

が
多

く
な

る
場

合
が

あ
る

。

21
01

経
年

化
浄

⽔
施

設
率

％
0.

0
3.

1
0.

0
5.

0
（

法
定

耐
⽤

年
数

を
超

え
た

浄
⽔

施
設

能
⼒

/全
浄

⽔
施

設
能

⼒
）

×
10

0
21

01
は

全
浄

⽔
施

設
能

⼒
に

対
す

る
経

年
化

し
た

浄
⽔

施
設

能
⼒

の
⽐

率
で

あ
り

、
こ

の
⽐

率
が

⾼
い

ほ
ど

経
年

化
し

た
浄

⽔
施

設
が

多
い

と
い

え
る

。

21
02

経
年

化
設

備
率

％
41

.4
43

.4
31

.8
42

.6
（

経
年

化
年

数
を

超
え

て
い

る
電

気
・

機
械

設
備

数
/

電
気

・
機

械
設

備
数

の
総

数
）

×
10

0
21

02
は

全
電

気
・

機
械

設
備

数
に

対
す

る
経

年
化

し
た

電
気

・
機

械
設

備
数

の
⽐

率
で

あ
り

、
こ

の
⽐

率
が

⾼
い

ほ
ど

経
年

化
し

た
設

備
が

多
い

と
い

え
る

。

21
03

経
年

化
管

路
率

％
4.

7
10

.4
10

.1
11

.3
（

法
定

耐
⽤

年
数

を
超

え
た

管
路

延
⻑

/管
路

総
延

⻑
）

×
10

0
21

03
は

管
路

総
延

⻑
に

対
す

る
経

年
化

し
た

管
路

延
⻑

の
⽐

率
で

あ
り

、
こ

の
⽐

率
が

⾼
い

ほ
ど

経
年

化
し

た
管

路
が

多
い

と
い

え
る

。

21
04

管
路

の
更

新
率

％
0.

89
0.

81
0.

75
0.

96
（

更
新

さ
れ

た
管

路
延

⻑
/管

路
総

延
⻑

）
×

10
0

21
04

は
管

路
総

延
⻑

に
対

す
る

年
間

に
更

新
さ

れ
た

管
路

の
⽐

率
で

あ
り

、
こ

の
⽐

率
が

⾼
い

ほ
ど

そ
の

年
の

更
新

さ
れ

た
管

路
の

延
⻑

が
⻑

い
と

い
え

る
。

21
06

バ
ル

ブ
の

更
新

率
％

0.
96

1.
12

0.
93

1.
22

（
更

新
さ

れ
た

バ
ル

ブ
数

/バ
ル

ブ
設

置
数

）
×

10
0

21
06

は
全

バ
ル

ブ
に

対
す

る
年

間
に

更
新

さ
れ

た
バ

ル
ブ

の
⽐

率
で

あ
り

、
こ

の
⽐

率
が

⾼
い

ほ
ど

そ
の

年
の

更
新

さ
れ

た
バ

ル
ブ

が
多

い
と

い
え

る
。

21
07

管
路

の
新

設
率

％
0.

09
0.

45
0.

58
0.

40
（

新
設

管
路

延
⻑

/管
路

総
延

⻑
）

×
10

0
21

07
は

管
路

総
延

⻑
に

対
す

る
年

間
に

新
設

さ
れ

た
管

路
（

布
設

替
え

は
含

ま
な

い
）

の
⽐

率
で

あ
る

。
こ

の
⽐

率
が

⾼
い

ほ
ど

管
路

の
新

設
が

進
み

、
未

普
及

地
区

の
解

消
な

ど
が

進
ん

で
い

る
と

い
え

る
。

概
要

番
号

業
務

指
標

単
位

H2
6

算
定

式
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均
全

国
県

内
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団

22
01

⽔
源

の
⽔

質
事

故
数

件
0

0
0

0
年

間
⽔

源
⽔

質
事

故
件

数
22

01
は

年
間

に
発

生
し

た
取

⽔
停

止
⼜

は
取

⽔
停

止
に

な
る

恐
れ

が
あ

る
件

数
を

⽰
し

て
お

り
、

こ
の

件
数

は
０

件
で

あ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

22
02

幹
線

管
路

の
事

故
割

合
件

/1
00

km
0.

0
5.

7
11

.3
17

.0
（

幹
線

管
路

の
事

故
件

数
/幹

線
管

路
延

⻑
）

×
10

0
22

02
は

10
0k

m
あ

た
り

の
幹

線
管

路
に

お
け

る
年

間
の

事
故

件
数

を
⽰

し
て

お
り

、
こ

の
値

が
⼩

さ
い

ほ
ど

管
路

事
故

の
発

生
が

少
な

く
、

健
全

性
が

⾼
い

と
い

え
る

。

22
03

事
故

時
配

⽔
量

率
％

80
.8

75
.6

62
.7

49
.8

（
事

故
時

配
⽔

量
/⼀

日
平

均
配

⽔
量

）
×

10
0

22
03

は
⼀

日
平

均
配

⽔
量

に
対

す
る

事
故

時
に

配
⽔

可
能

な
⽔

量
の

⽐
率

で
あ

り
、

こ
の

⽐
率

が
⾼

い
ほ

ど
事

故
時

に
お

け
る

安
定

的
な

給
⽔

が
可

能
と

な
る

。

22
04

事
故

時
給

⽔
人

口
率

％
80

.8
33

.5
63

.7
43

.4
（

事
故

時
給

⽔
人

口
/給

⽔
人

口
）

×
10

0
22

04
は

給
⽔

人
口

に
対

す
る

事
故

時
に

配
⽔

で
き

な
い

人
口

の
⽐

率
で

あ
り

、
こ

の
⽐

率
が

⾼
い

ほ
ど

事
故

時
に

お
い

て
給

⽔
を

受
け

る
こ

と
の

で
き

な
い

需
要

者
が

増
加

す
る

。

22
05

給
⽔

拠
点

密
度

箇
所

/1
00

km
2

0.
0

71
.7

13
.7

56
.6

（
配

⽔
池

・
緊

急
貯

⽔
槽

数
/給

⽔
区

域
⾯

積
）

×
10

0
22

05
は

給
⽔

区
域

⾯
積

10
0k

m
2 あ

た
り

の
応

急
給

⽔
拠

点
数

を
⽰

し
て

お
り

、
こ

の
値

が
大

き
い

ほ
ど

給
⽔

拠
点

が
多

く
、

災
害

時
等

に
お

け
る

飲
料

⽔
の

確
保

が
容

易
と

い
え

る
。

22
07

浄
⽔

施
設

耐
震

率
％

33
.2

13
.0

13
.8

19
.9

（
耐

震
対

策
の

施
さ

れ
て

い
る

浄
⽔

施
設

能
⼒

/全
浄

⽔
施

設
能

⼒
）

×
10

0
22

06
は

全
浄

⽔
施

設
能

⼒
に

対
す

る
耐

震
対

策
を

施
さ

れ
た

浄
⽔

施
設

能
⼒

の
⽐

率
で

あ
り

、
こ

の
⽐

率
が

⾼
い

ほ
ど

耐
震

対
策

を
施

さ
れ

た
浄

⽔
施

設
が

多
い

と
い

え
る

。

22
08

ポ
ン

プ
所

耐
震

施
設

率
％

13
.6

34
.7

1.
9

5.
0

（
耐

震
対

策
の

施
さ

れ
て

い
る

ポ
ン

プ
所

能
⼒

/全
ポ

ン
プ

所
能

⼒
）

×
10

0
22

08
は

全
ポ

ン
プ

所
能

⼒
に

対
す

る
耐

震
対

策
を

施
さ

れ
た

ポ
ン

プ
所

（
ポ

ン
プ

設
備

）
能

⼒
の

⽐
率

で
あ

り
、

こ
の

⽐
率

が
⾼

い
ほ

ど
耐

震
対

策
を

施
さ

れ
た

ポ
ン

プ
所

が
多

い
と

い
え

る
。

22
09

配
⽔

池
耐

震
施

設
率

％
20

.3
43

.8
44

.8
43

.1
（

耐
震

対
策

の
施

さ
れ

て
い

る
配

⽔
池

容
量

/配
⽔

池
総

容
量

）
×

10
0

22
09

は
配

⽔
池

総
容

量
に

対
す

る
耐

震
対

策
を

施
さ

れ
た

配
⽔

池
容

量
の

⽐
率

で
あ

り
、

こ
の

⽐
率

が
⾼

い
ほ

ど
耐

震
対

策
を

施
さ

れ
た

配
⽔

池
が

多
い

と
い

え
る

。

22
10

管
路

の
耐

震
化

率
％

20
.8

12
.5

7.
1

12
.0

（
耐

震
管

延
⻑

/管
路

総
延

⻑
）

×
10

0
22

10
は

導
・

送
・

配
⽔

管
を

含
む

す
べ

て
の

管
路

に
対

す
る

耐
震

管
の

占
め

る
⽐

率
で

あ
り

、
こ

の
⽐

率
が

⾼
い

ほ
ど

耐
震

管
の

布
設

延
⻑

が
⻑

い
と

い
え

る
。

22
11

薬
品

備
蓄

日
数

日
88

.9
44

.2
37

.4
35

.4
平

均
薬

品
貯

蔵
量

/⼀
日

平
均

使
⽤

量
22

11
は

薬
品

の
⼀

日
平

均
使

⽤
量

に
対

す
る

平
均

の
薬

品
貯

蔵
量

の
日

数
を

⽰
す

。
こ

の
日

数
が

多
い

ほ
ど

、
非

常
時

に
お

け
る

浄
⽔

作
業

の
対

応
能

⼒
が

⾼
い

と
い

え
る

。
こ

こ
で

い
う

薬
品

と
は

浄
⽔

処
理

⽤
の

凝
集

剤
及

び
塩

素
剤

を
い

う
。

22
12

燃
料

備
蓄

日
数

日
96

0.
7

0.
8

0.
7

0.
7

平
均

燃
料

貯
蔵

量
/⼀

日
使

⽤
量

22
12

は
燃

料
の

⼀
日

使
⽤

量
に

対
す

る
平

均
の

燃
料

貯
蔵

量
の

日
数

を
⽰

す
。

こ
の

日
数

が
多

い
ほ

ど
、

非
常

時
に

お
け

る
燃

料
に

対
す

る
対

応
能

⼒
が

⾼
い

と
い

え
る

。

22
13

給
⽔

⾞
保

有
度

台
/千

人
0.

01
0.

01
0.

01
0.

01
（

給
⽔

⾞
数

/給
⽔

人
口

）
×

10
00

22
13

は
給

⽔
人

口
10

00
人

あ
た

り
の

給
⽔

⾞
保

有
台

数
を

⽰
す

。
こ

の
値

が
大

き
い

ほ
ど

、
非

常
時

の
応

急
給

⽔
に

お
け

る
対

応
能

⼒
が

⾼
い

と
い

え
る

。

22
15

⾞
載

⽤
の

給
⽔

タ
ン

ク
保

有
度

m
3 /

千
人

0.
10

0.
92

0.
13

0.
09

（
⾞

載
⽤

給
⽔

タ
ン

ク
の

総
容

積
/給

⽔
人

口
）

×
10

00
22

15
は

給
⽔

人
口

10
00

人
あ

た
り

の
⾞

載
⽤

給
⽔

タ
ン

ク
容

量
を

⽰
す

。
こ

の
値

が
大

き
い

ほ
ど

、
非

常
時

の
応

急
給

⽔
に

お
け

る
対

応
能

⼒
が

⾼
い

と
い

え
る

。

22
16

⾃
家

⽤
発

電
設

備
容

量
率

％
48

.6
4.

5
0.

9
53

.3
（

⾃
家

⽤
発

電
設

備
容

量
/当

該
設

備
の

電
⼒

総
容

量
）

×
10

0
22

16
は

⽔
道

施
設

に
お

け
る

設
備

の
電

⼒
総

容
量

に
対

す
る

⾃
家

⽤
発

電
設

備
容

量
の

⽐
率

で
あ

り
、

こ
の

⽐
率

が
⾼

い
ほ

ど
非

常
時

に
お

け
る

稼
働

可
能

な
電

気
設

備
容

量
が

大
き

い
と

い
え

る
。

30
01

営
業

収
⽀

⽐
率

％
11

5.
9

11
2.

2
12

0.
4

11
4.

5
（

営
業

収
益

/営
業

費
⽤

）
×

10
0

30
01

は
営

業
費

⽤
が

営
業

収
益

に
よ

り
ど

の
程

度
賄

わ
れ

て
い

る
か

を
⽰

し
て

お
り

、
こ

の
⽐

率
が

⾼
い

ほ
ど

営
業

利
益

率
が

⾼
く

、
10

0%
未

満
だ

と
営

業
損

失
を

生
じ

て
い

る
こ

と
に

な
る

。

30
02

経
常

収
⽀

⽐
率

％
11

2.
5

10
8.

8
11

0.
0

11
1.

6
[（

営
業

収
益

+
営

業
外

収
益

）
/（

営
業

費
⽤

+
営

業
外

費
⽤

）
］

×
10

0
30

02
は

経
常

費
⽤

（
営

業
費

⽤
＋

営
業

外
費

⽤
）

が
経

常
収

益
に

よ
っ

て
ど

の
程

度
賄

わ
れ

て
い

る
か

を
⽰

し
て

お
り

、
こ

の
⽐

率
が

10
0%

未
満

で
は

経
常

損
失

が
生

じ
、

⾼
け

れ
ば

経
常

利
益

率
が

生
じ

て
い

る
。

30
03

総
収

⽀
⽐

率
％

92
.9

10
8.

5
10

7.
8

10
9.

0
（

総
収

益
/総

費
⽤

）
×

10
0

30
03

は
総

費
⽤

が
総

収
益

に
よ

っ
て

ど
の

程
度

賄
わ

れ
て

い
る

か
を

⽰
し

て
お

り
、

こ
の

⽐
率

が
10

0%
未

満
の

場
合

、
収

益
で

費
⽤

を
賄

え
な

い
こ

と
と

な
り

健
全

な
経

営
と

は
い

え
な

い
。

30
04

累
積

⽋
損

⾦
⽐

率
％

0.
0

2.
8

1.
5

1.
5

[累
積

⽋
損

⾦
/（

営
業

収
益

-受
託

⼯
事

収
益

）
］

×
10

0
30

04
は

営
業

収
益

（
受

託
⼯

事
収

益
除

く
）

に
対

す
る

累
積

⽋
損

⾦
の

⽐
率

で
あ

り
、

こ
の

⽐
率

は
０

％
で

あ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

30
05

繰
⼊

⾦
⽐

率
（

収
益

的
収

⽀
分

）
％

0.
9

1.
5

0.
8

2.
4

（
損

益
勘

定
繰

⼊
⾦

/収
益

的
収

⼊
）

×
10

0
30

05
は

、
収

益
的

収
⼊

に
対

す
る

繰
⼊

⾦
の

依
存

度
を

表
し

て
お

り
、

事
業

の
経

営
状

況
の

健
全

性
、

効
率

性
を

⽰
す

。
⽔

道
事

業
が

独
⽴

採
算

性
を

原
則

と
し

て
い

る
こ

と
か

ら
低

い
値

が
望

ま
し

い
。

30
06

繰
⼊

⾦
⽐

率
（

資
本

的
収

⼊
分

）
％

24
.4

19
.8

9.
8

23
.9

（
資

本
勘

定
繰

⼊
⾦

/資
本

的
収

⼊
）

×
10

0
30

06
は

、
資

本
的

収
⼊

に
対

す
る

繰
越

⾦
の

依
存

度
を

表
し

て
お

り
、

事
業

の
経

営
状

況
の

健
全

性
、

効
率

性
を

⽰
す

。
⽔

道
事

業
が

独
⽴

採
算

性
を

原
則

と
し

て
い

る
こ

と
か

ら
低

い
値

が
望

ま
し

い
。

算
定

式
概

要
番

号
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務
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標
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位
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均
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30
07

職
員

⼀
人

当
た

り
給

⽔
収

益
千

円
/人

53
,7

31
63

,2
15

53
,6

02
73

,1
38

（
給

⽔
収

益
/損

益
勘

定
所

属
職

員
数

）
/1

00
0

30
07

は
損

益
勘

定
所

属
職

員
⼀

人
当

た
り

の
給

⽔
収

益
を

⽰
し

て
お

り
、

こ
の

値
が

大
き

い
ほ

ど
職

員
⼀

人
あ

た
り

の
生

産
性

が
⾼

い
と

い
え

る
。

30
08

給
⽔

収
益

に
対

す
る

職
員

給
与

費
の

割
合

％
13

.9
13

.5
16

.4
10

.9
（

職
員

給
与

費
/給

⽔
収

益
）

×
10

0
30

08
は

給
⽔

収
益

に
対

す
る

職
員

給
与

費
の

⽐
率

で
あ

り
、

給
⽔

収
益

は
で

き
る

だ
け

給
⽔

サ
ー

ビ
ス

に
充

て
ら

れ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
た

め
、

こ
の

値
が

⾼
い

こ
と

は
好

ま
し

く
な

い
。

30
09

給
⽔

収
益

に
対

す
る

企
業

債
利

息
の

割
合

％
10

.3
6.

7
11

.2
7.

7
（

企
業

債
利

息
/給

⽔
収

益
）

×
10

0
30

09
は

給
⽔

収
益

に
対

す
る

企
業

債
利

息
の

⽐
率

で
あ

り
、

こ
の

⽐
率

が
低

い
ほ

ど
企

業
債

利
息

の
割

合
が

⼩
さ

い
と

い
え

る
。

企
業

債
残

⾼
の

減
少

は
、

財
務

安
全

性
が

向
上

す
る

こ
と

に
な

る
。

30
10

給
⽔

収
益

に
対

す
る

減
価

償
却

費
の

割
合

％
46

.7
31

.1
37

.3
37

.2
（

減
価

償
却

費
/給

⽔
収

益
）

×
10

0
30

10
は

給
⽔

収
益

に
対

す
る

減
価

償
却

費
の

⽐
率

で
あ

り
、

こ
の

⽐
率

が
低

い
ほ

ど
減

価
償

却
費

の
割

合
が

⼩
さ

い
と

い
え

る
。

30
11

給
⽔

収
益

に
対

す
る

企
業

債
償

還
⾦

の
割

合
％

30
.6

20
.5

26
.8

19
.6

（
企

業
債

償
還

⾦
/給

⽔
収

益
）

×
10

0
30

11
は

給
⽔

収
益

に
対

す
る

企
業

債
償

還
⾦

の
⽐

率
で

あ
り

、
こ

の
⽐

率
が

低
い

ほ
ど

企
業

債
償

還
⾦

の
割

合
が

⼩
さ

い
と

い
え

る
。

30
12

給
⽔

収
益

に
対

す
る

企
業

債
残

⾼
の

割
合

％
49

8.
8

28
2.

5
50

2.
1

25
1.

7
（

企
業

債
残

⾼
/給

⽔
収

益
）

×
10

0
30

12
は

給
⽔

収
益

に
対

す
る

企
業

債
残

⾼
の

⽐
率

で
あ

り
、

こ
の

⽐
率

が
低

い
ほ

ど
企

業
債

残
⾼

の
割

合
が

⼩
さ

い
と

い
え

る
。

30
13

料
⾦

回
収

率
％

10
0.

9
74

.2
10

2.
6

10
1.

9
（

供
給

単
価

/給
⽔

原
価

）
×

10
0

30
13

は
給

⽔
原

価
に

対
す

る
供

給
単

価
の

⽐
率

で
あ

り
、

事
業

の
経

営
状

況
の

健
全

性
を

⽰
す

。
料

⾦
回

収
率

が
10

0%
下

回
っ

て
い

る
場

合
、

給
⽔

の
費

⽤
が

料
⾦

収
⼊

以
外

の
収

⼊
で

賄
わ

れ
て

い
る

と
い

え
る

。

30
14

供
給

単
価

円
/m

3
13

4.
4

17
2.

5
14

0.
3

14
9.

4
給

⽔
収

益
/有

収
⽔

量
30

14
は

有
収

⽔
量

１
m

3 当
た

り
の

給
⽔

収
益

を
⽰

し
て

お
り

、
こ

の
値

が
著

し
く

「
30

15
給

⽔
原

価
」

を
下

回
る

の
は

好
ま

し
く

な
い

。

30
15

給
⽔

原
価

円
/m

3
13

3.
2

17
3.

9
13

8.
7

14
7.

0
[経

常
費

⽤
－

（
受

託
⼯

事
費

+
材

料
及

び
不

⽤
品

売
却

原
価

+
附

帯
事

業
費

）
]/

有
収

⽔
量

30
15

は
有

収
⽔

量
１

m
3 当

た
り

の
給

⽔
費

⽤
を

⽰
す

。
⽔

道
⽔

の
製

造
か

ら
需

要
者

へ
供

給
す

る
ま

で
に

要
す

る
費

⽤
で

あ
り

、
こ

の
値

が
⼩

さ
い

ほ
ど

良
い

と
い

え
る

。

30
16

⼀
箇

⽉
当

た
り

家
庭

⽔
道

⽤
料

⾦
（

10
㎥

）
円

/⽉
1,

03
4

1,
48

9
1,

38
5

1,
11

1
⼀

箇
⽉

当
た

り
⼀

般
家

庭
⽤

（
口

径
13

m
m

）
の

基
本

料
⾦

＋
10

㎥
使

⽤
時

の
従

量
料

⾦
30

16
は

標
準

的
な

家
庭

に
お

け
る

⽔
使

⽤
量

に
対

す
る

料
⾦

を
⽰

す
。

30
17

⼀
箇

⽉
当

た
り

家
庭

⽔
道

⽤
料

⾦
（

20
㎥

）
円

/⽉
2,

52
5

3,
09

8
2,

69
4

2,
42

3
⼀

箇
⽉

当
た

り
⼀

般
家

庭
⽤

（
口

径
13

m
m

）
の

基
本

料
⾦

＋
20

㎥
使

⽤
時

の
従

量
料

⾦
30

17
は

標
準

的
な

家
庭

に
お

け
る

⽔
使

⽤
量

に
対

す
る

料
⾦

を
⽰

し
て

お
り

、
と

く
に

世
帯

人
数

約
2~

3人
の

家
庭

の
1⽉

の
⽔

道
使

⽤
量

を
想

定
し

た
も

の
。

30
18

有
収

率
％

90
.3

90
.5

87
.7

88
.3

（
有

収
⽔

量
/給

⽔
量

）
×

10
0

30
18

は
年

間
の

給
⽔

量
に

対
す

る
有

収
⽔

量
の

⽐
率

で
あ

り
、

有
収

率
は

10
0%

に
近

い
ほ

ど
無

収
⽔

量
が

⼩
さ

く
良

い
と

い
え

る
。

30
19

施
設

利
⽤

率
％

68
.1

59
.5

69
.6

61
.9

（
⼀

日
平

均
給

⽔
量

/⼀
日

給
⽔

能
⼒

）
×

10
0

30
19

は
⼀

日
あ

た
り

の
給

⽔
能

⼒
に

対
す

る
⼀

日
平

均
給

⽔
量

の
⽐

率
で

あ
る

。
⽔

道
施

設
の

経
済

性
を

総
括

的
に

判
断

す
る

も
の

で
、

こ
の

⽐
率

が
大

き
い

ほ
ど

効
率

的
で

あ
る

。

30
20

施
設

最
大

稼
働

率
％

81
.9

67
.9

81
.6

70
.1

（
⼀

日
最

大
給

⽔
量

/⼀
日

給
⽔

能
⼒

）
×

10
0

30
20

は
⼀

日
給

⽔
能

⼒
に

対
す

る
⼀

日
最

大
給

⽔
量

の
⽐

率
で

あ
る

。
こ

の
⽐

率
が

⾼
い

ほ
ど

施
設

が
有

効
活

⽤
さ

れ
て

い
る

が
、

10
0%

に
近

い
と

安
定

的
な

給
⽔

の
⾯

で
問

題
で

あ
る

。

30
21

負
荷

率
％

83
.1

87
.6

85
.3

88
.3

（
⼀

日
平

均
給

⽔
量

/⼀
日

最
大

給
⽔

量
）

×
10

0
30

21
は

⼀
日

最
大

給
⽔

量
に

対
す

る
⼀

日
平

均
給

⽔
量

の
⽐

率
で

あ
り

、
こ

の
⽐

率
が

⾼
い

ほ
ど

⽔
道

事
業

の
施

設
効

率
が

良
い

と
い

え
る

。

30
22

流
動

⽐
率

％
16

9.
7

49
2.

2
70

2.
6

59
9.

9
（

流
動

資
産

/流
動

負
債

）
×

10
0

30
22

は
流

動
負

債
に

対
す

る
流

動
資

産
の

⽐
率

で
あ

る
。

こ
の

⽐
率

は
10

0%
以

上
で

あ
る

こ
と

が
必

要
で

、
10

0%
を

下
回

っ
て

い
る

と
不

良
債

務
が

発
生

し
て

い
る

可
能

性
が

⾼
い

。

30
23

⾃
⼰

資
本

構
成

⽐
率

％
43

.8
69

.2
53

.0
67

.3
[（

⾃
⼰

資
本

⾦
+

剰
余

⾦
）

/負
債

・
資

本
合

計
]×

10
0

30
23

は
総

資
本

（
負

債
及

び
資

本
）

に
対

す
る

⾃
⼰

資
本

の
⽐

率
で

あ
り

、
財

務
的

健
全

性
を

⽰
す

。
経

営
の

安
定

化
の

た
め

に
、

こ
の

⽐
率

を
⾼

め
て

い
く

こ
と

が
必

要
と

さ
れ

る
。

30
24

固
定

⽐
率

％
21

3.
0

12
8.

6
16

8.
5

13
1.

1
[固

定
資

産
/（

⾃
⼰

資
本

⾦
+

剰
余

⾦
）

]×
10

0
30

24
は

⾃
⼰

資
本

に
対

す
る

固
定

資
産

の
⽐

率
で

あ
る

。
こ

の
⽐

率
が

10
0%

以
下

で
は

固
定

資
産

へ
の

投
資

が
⾃

⼰
資

本
の

枠
内

に
収

り
財

務
⾯

で
安

定
的

と
い

え
る

。
10

0%
を

越
え

る
と

借
⼊

⾦
で

設
備

投
資

を
⾏

っ
て

い
る

と
評

価
で

き
る

。

30
25

企
業

債
償

還
元

⾦
対

減
価

償
却

費
⽐

率
％

65
.5

65
.9

71
.7

52
.6

（
企

業
債

償
還

元
⾦

/当
年

度
減

価
償

却
費

）
×

10
0

30
25

は
減

価
償

却
費

に
対

す
る

企
業

債
償

還
元

⾦
の

⽐
率

で
あ

り
、

こ
の

⽐
率

が
10

0%
を

越
え

る
と

再
投

資
を

⾏
う

場
合

、
企

業
債

等
の

外
部

資
⾦

に
頼

ら
ざ

る
を

得
な

く
な

る
。

10
0%

以
下

で
あ

る
と

財
務

的
に

安
全

で
あ

る
。

30
26

固
定

資
産

回
転

率
％

0.
09

0.
11

0.
10

0.
10

（
営

業
収

益
-受

託
⼯

事
収

益
）

/[
（

期
首

固
定

資
産

+
期

末
固

定
資

産
）

/2
]

30
26

は
営

業
収

益
に

対
す

る
固

定
資

産
の

⽐
率

で
あ

る
。

こ
の

⽐
率

が
⾼

い
場

合
、

施
設

が
有

効
に

稼
働

し
固

定
資

産
と

し
て

投
資

さ
れ

た
資

本
が

有
効

に
活

⽤
さ

れ
て

お
り

、
低

い
場

合
は

過
大

投
資

で
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
。

算
定

式
概
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番
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30
27

固
定

資
産

使
⽤

効
率

m
3 /

10
00

0円
7.

4
7.

0
8.

1
7.

1
（

給
⽔

量
/有

形
固

定
資

産
）

×
10

00
0

30
27

は
有

形
固

定
資

産
に

対
す

る
給

⽔
量

の
⽐

率
で

あ
る

。
こ

の
⽐

率
が

⾼
い

ほ
ど

施
設

が
効

率
的

で
あ

り
、

低
い

場
合

は
、

施
設

の
効

率
的

活
⽤

に
つ

い
て

検
討

を
要

す
る

。

31
01

職
員

資
格

取
得

度
件

/人
0.

60
0.

64
0.

64
0.

71
職

員
が

取
得

し
て

い
る

法
定

資
格

数
/全

職
員

数
31

01
は

全
職

員
数

に
対

す
る

職
員

が
取

得
す

る
法

定
資

格
数

の
⽐

率
で

あ
り

、
こ

の
⽐

率
が

⾼
い

こ
と

が
技

術
の

継
承

、
専

門
知

識
を

有
す

る
⽔

道
技

術
者

の
確

保
、

育
成

を
⾏

う
上

で
も

望
ま

し
い

。

31
05

技
術

職
員

率
％

48
.3

50
.2

47
.3

51
.7

（
技

術
職

員
総

数
/全

職
員

数
）

×
10

0
31

05
は

全
職

員
数

に
対

す
る

技
術

職
員

の
⽐

率
で

あ
る

。
こ

の
⽐

率
が

低
く

な
る

こ
と

は
⽔

道
事

業
体

と
し

て
の

直
営

で
の

施
設

の
維

持
管

理
が

難
し

く
な

る
こ

と
を

意
味

す
る

。

31
06

⽔
道

業
務

経
験

年
数

度
年

5.
7

18
.0

17
.0

16
.0

全
職

員
の

⽔
道

業
務

経
験

年
数

／
全

職
員

数
31

06
は

全
職

員
の

⽔
道

業
務

経
験

年
数

の
平

均
を

⽰
し

て
い

る
。

遂
⾏

能
⼒

な
ど

に
も

差
が

で
る

た
め

⼗
分

⽔
道

事
業

で
経

験
を

積
ん

だ
職

員
が

多
く

在
籍

し
て

い
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

31
09

職
員

⼀
人

当
た

り
配

⽔
量

m
3 /

人
27

3,
03

4
36

0,
22

7
36

1,
72

5
47

7,
70

5
年

間
配

⽔
量

/全
職

員
数

31
09

は
職

員
⼀

人
あ

た
り

の
供

給
す

る
年

間
配

⽔
量

を
⽰

し
て

い
る

。
こ

の
値

が
大

き
い

ほ
ど

職
員

の
人

数
に

対
し

、
よ

り
効

率
的

に
⽔

道
事

業
を

運
営

し
て

い
る

と
い

え
る

。

31
10

職
員

⼀
人

当
た

り
メ

ー
タ

数
個

/人
95

0
1,

29
1

1,
35

8
1,

60
4

⽔
道

メ
ー

タ
数

/全
職

員
数

31
10

は
職

員
⼀

人
あ

た
り

の
管

理
す

る
メ

ー
タ

数
を

⽰
し

て
い

る
。

こ
の

値
が

大
き

い
ほ

ど
職

員
の

人
数

に
対

し
、

よ
り

効
率

的
に

⽔
道

事
業

を
運

営
し

て
い

る
と

い
え

る
。

40
01

配
⽔

量
１

㎥
当

た
り

電
⼒

消
費

kW
h/

m
3

0.
54

0.
36

0.
51

0.
46

全
施

設
の

電
⼒

使
⽤

量
/年

間
配

⽔
量

40
01

は
年

間
配

⽔
量

に
対

す
る

全
施

設
の

電
⼒

使
⽤

量
の

⽐
率

で
あ

り
、

こ
の

⽐
率

が
低

い
ほ

ど
１

m
3 あ

た
り

の
配

⽔
に

使
⽤

し
た

電
気

量
が

少
な

い
と

い
え

る
。

40
02

配
⽔

量
１

㎥
当

た
り

消
費

エ
ネ

ル
ギ

ー
M

J/
m

3
1.

95
1.

53
1.

89
1.

70
全

施
設

で
の

総
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

量
/年

間
配

⽔
量

40
02

は
年

間
配

⽔
量

に
対

す
る

全
施

設
で

の
総

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
量

の
⽐

率
で

あ
り

、
40

01
に

類
似

す
る

が
、

こ
ち

ら
は

電
⼒

、
燃

料
（

重
油

、
ガ

ソ
リ

ン
、

軽
油

等
）

な
ど

全
体

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

量
を

対
象

と
し

て
い

る
。

40
03

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
利

⽤
率

％
0.

0
0.

6
0.

0
0.

1
（

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
設

備
の

電
⼒

使
⽤

量
/全

施
設

の
電

⼒
使

⽤
量

）
40

03
は

全
施

設
の

電
⼒

使
⽤

量
に

対
す

る
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

電
⼒

使
⽤

量
の

⽐
率

で
あ

り
、

こ
の

⽐
率

が
⾼

い
ほ

ど
環

境
負

荷
低

減
に

対
す

る
取

組
み

を
⾏

っ
て

い
る

と
評

価
で

き
る

。

40
04

浄
⽔

発
生

⼟
の

有
効

利
⽤

率
％

67
.4

83
.0

31
.0

（
有

効
利

⽤
⼟

量
/浄

⽔
発

生
⼟

量
）

×
10

0
40

04
は

浄
⽔

発
生

⼟
量

に
対

す
る

有
効

利
⽤

⼟
量

の
⽐

率
で

あ
り

、
こ

の
⽐

率
が

⾼
い

ほ
ど

有
効

利
⽤

さ
れ

た
発

生
⼟

が
多

い
と

い
え

る
。

40
05

建
設

副
産

物
の

リ
サ

イ
ク

ル
率

％
20

.0
70

.6
15

.6
39

.9
（

リ
サ

イ
ク

ル
さ

れ
た

建
設

副
産

物
/建

設
副

産
物

排
出

量
）

×
10

0
40

05
は

建
設

福
産

物
排

出
量

に
対

す
る

リ
サ

イ
ク

ル
さ

れ
た

建
設

副
産

物
の

⽐
率

で
あ

り
、

こ
の

⽐
率

が
⾼

い
ほ

ど
リ

サ
イ

ク
ル

さ
れ

た
建

設
副

産
物

が
多

い
と

い
え

る
。

40
06

配
⽔

量
１

㎥
当

た
り

⼆
酸

化
炭

素
（

CO
2）

排
出

量
g･

CO
2/

m
3

32
6

-
31

5
25

7
[総

⼆
酸

化
炭

素
（

CO
2）

排
出

量
/年

間
配

⽔
量

]×
１

00
00

00
40

06
は

年
間

配
⽔

量
１

m
3 に

対
す

る
⼆

酸
化

炭
素

排
出

量
の

⽐
率

で
あ

る
。

こ
の

⽐
率

が
低

い
ほ

ど
⼆

酸
化

炭
素

排
出

量
が

少
な

い
と

い
え

る
。

41
01

地
下

⽔
率

％
74

.5
27

.9
41

.9
84

.9
（

地
下

⽔
揚

⽔
量

/⽔
源

利
⽤

⽔
量

）
×

10
0

41
01

は
⽔

源
利

⽤
⽔

量
に

対
す

る
地

下
⽔

揚
⽔

量
の

⽐
率

で
あ

り
、

こ
の

⽐
率

が
⾼

い
ほ

ど
地

下
⽔

の
利

⽤
が

大
き

い
と

い
え

る
。

地
下

⽔
は

コ
ス

ト
が

安
く

、
⽔

量
・

⽔
質

が
安

定
し

て
お

り
価

値
の

大
き

い
⽔

源
で

あ
る

。

50
09

浄
⽔

場
第

三
者

委
託

率
％

0.
0

2.
0

0.
0

0.
2

（
第

三
者

委
託

し
た

浄
⽔

能
⼒

/全
浄

⽔
能

⼒
）

×
10

0
50

09
は

全
浄

⽔
能

⼒
に

対
す

る
第

三
者

委
託

し
た

浄
⽔

能
⼒

に
⽐

率
で

あ
り

、
浄

⽔
に

つ
い

て
委

託
し

て
い

る
度

合
を

⽰
し

て
い

る
。

51
01

浄
⽔

場
事

故
割

合
件

/箇
所

/年
0.

1
0.

1
0.

0
10

年
間

の
浄

⽔
場

停
止

事
故

件
数

/浄
⽔

場
総

数
51

01
は

浄
⽔

場
総

数
に

対
す

る
10

年
間

の
浄

⽔
場

停
止

事
故

件
数

の
⽐

率
で

あ
る

。
こ

の
⽐

率
は

浄
⽔

場
の

安
定

度
を

⽰
し

て
お

り
、

０
件

で
あ

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

51
02

ダ
ク

タ
イ

ル
鋳

鉄
管

・
鋼

管
率

％
44

.4
58

.6
31

.9
54

.6
[（

ダ
ク

タ
イ

ル
鋳

鉄
管

延
⻑

＋
鋼

管
延

⻑
）

/管
路

総
延

⻑
]×

10
0

51
02

は
管

路
総

延
⻑

に
対

す
る

ダ
ク

タ
イ

ル
鋳

鉄
管

・
鋼

管
の

⽐
率

で
あ

る
。

こ
の

⽐
率

が
⾼

い
ほ

ど
、

⺟
材

強
度

に
よ

る
管

路
の

安
定

性
、

維
持

管
理

上
の

容
易

性
が

あ
る

と
い

え
る

。

51
03

管
路

の
事

故
割

合
％

0.
01

3.
90

8.
10

8.
20

（
管

路
の

事
故

件
数

/管
路

総
延

⻑
）

×
10

0
51

03
は

管
路

10
0k

m
あ

た
り

の
年

間
の

導
・

送
・

配
⽔

管
路

の
事

故
件

数
を

⽰
し

て
お

り
、

こ
の

値
が

⼩
さ

い
ほ

ど
管

路
が

健
全

で
あ

る
と

い
え

る
。

51
06

給
⽔

管
の

事
故

割
合

％
7.

2
4.

5
6.

0
5.

7
（

給
⽔

管
の

事
故

件
数

/給
⽔

件
数

）
×

10
00

51
06

は
給

⽔
件

数
10

00
件

に
対

す
る

給
⽔

管
の

事
故

件
数

の
⽐

率
で

あ
り

、
こ

の
値

が
⼩

さ
い

ほ
ど

事
故

件
数

も
少

な
く

給
⽔

管
が

健
全

で
あ

る
と

い
え

る
。

51
07

漏
⽔

率
％

6.
8

4.
6

7.
6

7.
9

（
年

間
漏

⽔
量

/年
間

配
⽔

量
）

×
10

0
51

07
は

年
間

配
⽔

量
に

対
す

る
年

間
漏

⽔
量

の
⽐

率
で

あ
り

、
事

業
効

率
を

表
す

代
表

的
な

指
標

で
あ

る
。

こ
の

⽐
率

が
低

い
ほ

ど
、

漏
⽔

の
件

数
が

少
な

い
と

い
え

る
。

51
08

給
⽔

件
数

当
た

り
漏

⽔
量

m
3 /

年
/件

19
.6

12
.7

21
.5

24
.1

年
間

漏
⽔

量
/給

⽔
件

数
51

08
は

51
07

漏
⽔

率
と

異
な

り
、

給
⽔

件
数

に
対

す
る

年
間

漏
⽔

量
の

⽐
率

で
あ

る
。

こ
の

⽐
率

が
低

い
ほ

ど
、

漏
⽔

の
件

数
が

少
な

い
と

い
え

る
。

番
号

業
務

指
標

単
位

H2
6

算
定

式
概
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H2
5平

均
全

国
県

内
類

団

51
09

断
⽔

・
濁

⽔
時

間
時

間
0.

42
1.

76
30

.0
1

0.
36

（
断

⽔
・

濁
⽔

時
間

×
断

⽔
・

濁
⽔

区
域

給
⽔

人
口

）
/給

⽔
人

口
51

09
は

給
⽔

人
口

に
対

す
る

平
均

断
⽔

時
間

を
⽰

し
て

お
り

、
こ

の
値

が
大

き
い

ほ
ど

断
⽔

時
間

は
⻑

く
な

る
。

こ
の

指
標

で
扱

う
断

⽔
は

事
前

に
予

測
で

き
な

い
場

合
に

限
る

。

51
12

バ
ル

ブ
設

置
密

度
基

/k
m

9.
7

12
.2

8.
1

13
.3

バ
ル

ブ
設

置
数

/管
路

総
延

⻑
51

12
は

管
路

総
延

⻑
に

対
す

る
バ

ル
ブ

設
置

数
の

⽐
率

で
あ

り
、

こ
の

⽐
率

が
⾼

い
ほ

ど
管

路
１

km
あ

た
り

の
バ

ル
ブ

設
置

数
が

多
い

と
い

え
る

。

51
14

消
⽕

栓
設

置
密

度
基

/k
m

2.
6

3.
2

2.
1

2.
7

消
⽕

栓
数

/配
⽔

管
延

⻑
51

14
は

配
⽔

管
延

⻑
に

対
す

る
消

⽕
栓

数
の

⽐
率

で
あ

り
、

こ
の

⽐
率

が
⾼

い
ほ

ど
配

⽔
管

1k
m

あ
た

り
の

消
⽕

栓
数

が
多

い
と

い
え

る
。

※
類

団
＝

類
似

事
業

体
平

均
（

給
⽔

人
口

：
10

万
人

〜
15

万
人

、
⽔

源
種

別
：

地
下

⽔
が

⽔
源

の
主

体
）

※
参

考
資

料
：

解
説

⽔
道

事
業

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
JW

W
A 

Q 
10

0：
20

05
）

算
定

式
概

要
番

号
業

務
指

標
単

位
H2

6
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耐震簡易診断結果 
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1.耐震簡易診断 

実施年度：平成 25 年度 

診断の基準： 

①施設 水道施設機能診断マニュアル 

（平成 23 年 3 月 公益財団法人 水道技術研究センター） 

  ②管路 地震による管路被害予測の確立に向けた研究 報告書 

（平成 25 年 3 月 公益財団法人 水道技術研究センター） 

 結果の概要： 

  ①施設（参考表 1-1） 

１）旧延岡市水道 

（1）取水施設 

・取水井の中で、祝子水源 1 号井、２号井及び３号井、西階水源取水井は耐震性、

劣化度ともに評価が低いため、短期的には取水不能となる可能性がある。 

（２）送水施設 

・三輪水源地ポンプ井は、耐震一次診断において耐震性が低いと評価され送水機能

に影響が生じる可能性がある。 

（3）配水施設 

・樫山配水池は耐震性が「低」であり、経年劣化も進行しているため、破損等の被

害が想定される。西階配水池は漏水が見られる。 

・小野配水池、富美山配水池は、経年劣化は見られるが、耐震性は「中」と評価さ

れ、一部損壊するも貯留機能は維持可能と考えられる。 

２）黒岩地区、上三輪地区、南浦地区 

・黒岩水源取水井の耐震性は低いが、経年劣化は進行しておらず、被害は小さいと

考えられる。 

・上三輪水源取水井も耐震性は低いが経年劣化は進行していない。しかし、可とう

管が確認できないため、管路破損による取水停止の可能性がある。 

・島浦調整池の経年劣化はやや進行しているが、耐震性は「中」程度であり送水機

能は維持可能と考えられる。 

３）北方地区 

・下曽木水源取水井及び吐合水源取水井の耐震性は低いが、経年劣化は進行してい

ないため、被害は小さいと考えられる。 

・猪の内浄水場着水井・沈澱池、片内浄水場沈澱池及び緩速ろ過池、屋形原浄水場

緩速ろ過池の耐震性は低く、壁面積の不足や可とう管の未設置が影響しており、

浄水処理不能となる可能性がある。 

 



 

74 

４）北川地区 

・永代水源取水井及び多良田水源取水井の耐震性は低く、経年劣化は進行していな

いが、可とう管が確認できないため、管路破損による取水停止となる可能性があ

る。 

５）北浦地区 

・古江水源取水井、市振水源取水井、三川内水源取水井及び阿蘇水源取水井の耐震

性は低くなっている。阿蘇水源取水井にやや劣化が見られるが、その他の水源に

は経年劣化はそれほど進行していない。ただし、三川内水源、阿蘇水源には可と

う管が確認できず。管路破損による被害が発生する可能性がある。 

・直海中継ポンプ槽、直海接合槽については、地盤、可とう管の未設置等から耐震

性が低く、送水機能に影響を及ぼす可能性がある。 

  ②管路（参考表 1-2） 

・導水管、送水管、配水管それぞれの管路被害率、被害箇所数及び通水率を示しま

す。配水管については、耐震管路の布設が進んでいないため、多くの系統で低い

通水率となっている。 
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参考表 1-1 施設の劣化度及び耐震性調査結果 

 

上⽔道
祝子⽔源地 取⽔井 1号井 RC造 昭和28年 60 Ⅰ 低

取⽔井 3号井 RC造 昭和38年 50 Ⅱ 低
電動弁室 RC造 昭和28年 60 Ⅲ 低
流量計室 RC造 昭和28年 60 Ⅲ 低

樫山配⽔池 配⽔池 PC造 昭和53年 35 Ⅱ 低
追内送⽔ポンプ場 ポンプ室 RC造 昭和52年 36 Ⅲ 低
祝子⽔源地（2号井） 取⽔井 2号井 RC造 昭和52年 36 Ⅰ 低

2号井 電動弁室 RC造 昭和52年 36 Ⅱ 低
2号井 流量計室 RC造 昭和52年 36 Ⅰ 低

祝子⽔源地（4号井） 取⽔井 4号井 RC造 昭和52年 36 Ⅲ 低
電動弁室 RC造 昭和52年 36 Ⅲ 低

富美山配⽔池 配⽔池 PC造 昭和47年 41 Ⅱ 中
今山ニュータウンポンプ場 受⽔槽・弁室 RC造 昭和55年 33 Ⅲ 中
⻄階⽔源地 取⽔井 RC造 昭和49年 39 Ⅱ 低

電動弁室 RC造 昭和49年 39 Ⅲ 低
⻄階配⽔池 配⽔池 PC造 昭和51年 37 Ⅰ 中

流量計室 RC造 昭和51年 37 Ⅱ ⾼
三輪⽔源地 取⽔井 1号井 RC造 昭和57年 31 Ⅲ 低

取⽔井 2号井 RC造 昭和57年 31 Ⅲ 低
取⽔井 3号井 RC造 昭和57年 31 Ⅲ 低

三輪⽔源地 ポンプ井(地下) RC造 昭和57年 31 Ⅲ 低
送⽔流量計室 RC造 昭和57年 31 Ⅳ 低

大瀬減圧弁室(ピット) 減圧弁室 RC造 平成元年 24 Ⅲ 中
⼩野配⽔池 配⽔池 PC造 昭和59年 29 Ⅱ 中
椿ヶ丘サンハイツ加圧ポンプ場 受⽔槽 FRP製 昭和63年 25 Ⅲ 低

ポンプ室 RC造 昭和63年 25 Ⅱ ⾼
細⾒⽔源地 取⽔井 RC造 昭和59年 29 Ⅲ 低

電動弁室 RC造 昭和59年 29 Ⅲ 低
送⽔流量計室 RC造 昭和59年 29 Ⅳ 低

⾏縢加圧ポンプ場 電気室 RC造 昭和61年 27 Ⅲ 低
古城⽔源地 取⽔井 1号井 RC造 昭和28年 60 Ⅲ 低

取⽔井 3号井 RC造 昭和38年 50 Ⅲ 低
送⽔ポンプ井 RC造 昭和60年 28 Ⅲ 中

⿊岩配⽔区 ⿊岩⽔源地 取⽔井 RC造 平成6年 19 Ⅲ 低
上三輪配⽔区 上三輪⽔源地 取⽔井 1号井 鋼管 平成11年 14 Ⅳ 低

取⽔井 2号井 鋼管 平成11年 14 Ⅳ 低
島浦配⽔区 島浦調整池 調整池・弁室 RC造 昭和54年 34 Ⅱ 中
注）*1：劣化度：劣化度が「Ⅰ」または「Ⅱ」と評価された施設を抽出。各評価は以下のとおり。
   「Ⅰ」⽼朽度大、「Ⅱ」⽼朽度中、「Ⅲ」⽼朽度⼩、「Ⅳ」良好
  *2：耐震性：震度7において「低い」または「中」と評価された施設を抽出。各評価は以下のとおり。
   「⾼」破損なし
   「中」⼀部破損しても取⽔、浄⽔処理、浄⽔の貯⽔が可能な場合
   「低」取⽔、浄⽔処理、浄⽔の貯⽔が不可能な場合

祝子配⽔区
富美山系

⼩野北・南配⽔区

細⾒配⽔区

古城配⽔区

耐震性*2

祝子配⽔区
樫山系

⻄階配⽔区

施設概要 建設年度 経過年数 劣化度*1項目 名称
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下曽⽊⽔源地 取⽔井 RC造 昭和46年 42 Ⅲ 低
吐合⽔源地 取⽔井 RC造 昭和46年 42 Ⅲ 低
荒平浄⽔場・配⽔池 第1配⽔池 RC造 昭和46年 42 Ⅲ 中

第2配⽔池 PC造 昭和55年 33 Ⅱ 中
第1配⽔池 RC造 昭和46年 42 Ⅲ 中
第2配⽔池 RC造 昭和55年 33 Ⅰ 中

蔵⽥中継ポンプ場 受⽔槽 RC造 昭和46年 42 Ⅲ 中
蔵⽥減圧⽔槽 RC造 昭和46年 42 Ⅲ 中
下渡減圧⽔槽 RC造 昭和46年 42 Ⅲ 中
上北⽅第1（猪の内）⽔源地 取⽔枡 RC造 昭和52年 36 Ⅳ 中
猪の内浄⽔場 着⽔井・沈澱池 RC造 昭和52年 36 Ⅲ 低

緩速ろ過池 RC造 昭和52年 36 Ⅲ 中
猪の内調整槽 調整槽 RC造 昭和52年 36 Ⅲ 中
平の内調整槽 調整槽 RC造 昭和52年 36 Ⅱ 中
片内浄⽔場 沈澱池 RC造 昭和55年 33 Ⅲ 低

緩速ろ過池 RC造 昭和55年 33 Ⅲ 低
片内調整槽 調整槽 RC造 昭和55年 33 Ⅲ 中
⻲ヶ崎調整槽 調整槽 RC造 昭和52年 36 Ⅱ 中
早中調整槽 調整槽 RC造 昭和52年 36 Ⅲ 中
尾払調整槽 調整槽 RC造 昭和52年 36 Ⅱ 中

屋形原配⽔区 屋形原⽔源地 導⽔ポンプ槽 RC造 平成5年 20 Ⅲ 中
屋形原浄⽔場 着⽔井 RC造 昭和42年 46 Ⅲ 中

緩速ろ過池 RC造 昭和42年 46 Ⅲ 低
北川中央配⽔区 永代⽔源地 取⽔井 1号井 鋼管 平成11年 14 Ⅳ 低

取⽔井 2号井 鋼管 平成11年 14 Ⅳ 低
多良⽥配⽔区 多良⽥⽔源地・浄⽔場 取⽔井 RC造 平成10年 15 Ⅲ 低

上⾚浄⽔場・配⽔池 着⽔井・沈澱池 RC造 平成6年 19 Ⅲ 中
緩速ろ過池 RC造 平成6年 19 Ⅲ 中

北浦配⽔区 古江⽔源地 取⽔井 RC造 昭和63年 25 Ⅲ 低
直海中継ポンプ槽 中継ポンプ槽 RC造 平成9年 16 Ⅳ 低
直海接合槽 接合槽 RC造 平成9年 16 Ⅲ 低

電気室 RC造 平成9年 16 Ⅳ 低
古江配⽔池 旧配⽔池 RC造 昭和63年 25 Ⅰ 中
市振⽔源地 取⽔井 RC造 平成元年 25 Ⅲ 低
市振配⽔池 配⽔池 RC造 昭和48年 40 Ⅰ 中
直海浄⽔場 浄⽔池 RC造 昭和58年 30 Ⅲ 中
三川内⽔源地 取⽔井 RC造 平成11年 14 Ⅲ 低
三川内第1配⽔池 旧配⽔池 RC造 昭和53年 35 Ⅰ 中
三川内第2配⽔池 旧配⽔池 RC造 昭和53年 35 Ⅰ 中

阿蘇配⽔区 阿蘇⽔源地・配⽔池 取⽔井 RC造 平成5年 20 Ⅱ 低
注）*1：劣化度：劣化度が「Ⅰ」または「Ⅱ」と評価された施設を抽出。各評価は以下のとおり。
   「Ⅰ」⽼朽度大、「Ⅱ」⽼朽度中、「Ⅲ」⽼朽度⼩、「Ⅳ」良好
  *2：耐震性：震度7において「低い」または「中」と評価された施設を抽出。各評価は以下のとおり。
   「⾼」破損なし
   「中」⼀部破損しても取⽔、浄⽔処理、浄⽔の貯⽔が可能な場合
   「低」取⽔、浄⽔処理、浄⽔の貯⽔が不可能な場合

三川内配⽔区

下北⽅配⽔区

上北⽅配⽔区
 上北⽅第２
 （猪の内）⽔源系統
上北⽅配⽔区
 城⽔源系統

下⾚上⾚配⽔区

耐震性*2

川⽔流配⽔池

上北⽅配⽔区
 上北⽅第１
 （猪の内）⽔源系統

施設概要 建設年度 経過年数 劣化度*1項目 名称
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参考表 1-2 管路被害率、被害箇所及び通水率 

 

 

■導⽔管

三輪⽔源地 400.6 0.99 0.40 67.0
古城⽔源地 481.0 0.29 0.14 86.9
祝子⽔源地（樫山系） 91.3 － 0.00 100.0 耐震管路
祝子⽔源地（富美山系） 686.1 2.00 1.38 0.0
⻄階⽔源地 51.0 － 0.00 100.0 耐震管路
下北⽅配⽔区 2,847.3 0.65 1.84 0.0
上北⽅配⽔区 2,938.4 0.18 0.53 58.9
屋形原配⽔区 463.3 0.90 0.42 65.7
狩底配⽔区 1,163.7 － 0.00 100.0 耐震管路
北川中央配⽔区 2,233.6 0.30 0.68 50.7
⼋⼾配⽔区 23.2 － 0.00 100.0 耐震管路
下⾚上⾚配⽔区 3,973.0 0.36 1.44 0.0

合   計 15,352.5 5.7 6.8 －

区分 種別・系統
延⻑

（m）
平均被害率

（箇所/km）
被害箇所数
（箇所）

通⽔率
(%)

備考

導
⽔
管

■送⽔管

三輪⽔源地〜⼩野配⽔池 972.49 － 0.00 100.0 耐震管路
古城⽔源地〜古城配⽔池 942.2 － 0.00 100.0 耐震管路
祝子⽔源地〜樫山配⽔池 680.5 0.18 0.09 91.4
祝子⽔源地〜富美山配⽔池 2,001.7 0.53 1.06 0.0
⻄階⽔源地〜⻄階配⽔池 826.0 0.34 0.28 75.6
細⾒⽔源地〜細⾒配⽔池 925.7 0.56 0.52 59.5
⿊岩配⽔区 781.2 3.37 2.58 0.0
上三輪配⽔区 1,801.8 － 0.00 100.0 耐震管路
島浦配⽔区 4,384.3 0.29 1.29 0.0
熊野江配⽔区 366.6 0.32 0.12 88.7
浦城・須美江配⽔区 2,582.6 － 0.00 100.0 耐震管路
下北⽅配⽔区 3,560.9 0.80 2.86 0.0
上北⽅配⽔区 21,334.7 0.18 3.74 0.0
北浦配⽔区 3,960.7 5.10 20.19 0.0
三川内配⽔区 654.3 － 0.00 100.0 耐震管路

合   計 45,775.69 11.67 32.73 －

区分 種別・系統
延⻑

（m）
平均被害率

（箇所/km）
被害箇所数
（箇所）

送
⽔
管

通⽔率
(%)

備考
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■配⽔管

配⽔本管(φ250以上) 41.11 0.96 39.56 0.0
配⽔⽀管(φ200以下) 660.00 7.00 4,622.30 0.0
⿊岩配⽔区 16.87 5.26 88.81 0.0
上三輪配⽔区 11.10 1.23 13.60 2.0
島浦配⽔区 6.97 13.98 97.39 0.0
熊野江配⽔区 7.60 7.54 57.31 0.0
浦城・須美江配⽔区 14.77 － 0.00 100.0 耐震管路
下北⽅配⽔区 55.17 1.05 57.95 5.0
上北⽅配⽔区 30.11 0.58 17.38 23.0
屋形原配⽔区 1.13 2.19 2.46 0.0
狩底配⽔区 0.96 0.90 0.86 7.0
北川中央配⽔区(φ250以上) 2.20 6.33 13.93 0.0
北川中央配⽔区(φ200以下) 45.75 6.33 289.54 0.0
⼋⼾配⽔区 0.91 2.74 2.51 0
下⾚上⾚配⽔区 6.38 0.28 1.81 60
多良⽥配⽔区 2.50 1.10 2.74 4
北浦配⽔区 26.35 22.22 585.31 0
三川内配⽔区 21.25 0.26 5.58 65
阿蘇配⽔区 2.16 27.86 60.23 0
配 ⽔ 本 管（φ250以上） 43.31 7.29 53.49 －
配 ⽔ ⽀ 管（φ200以下） 909.98 100.52 5,905.78 －

合   計 953.29 107.81 5959.27 －

区分 種別・系統
延⻑

（km）
平均被害率

（箇所/km）
被害箇所数
（箇所）

通⽔率
(%)

備考

配
⽔
管
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2.耐震化率の算定 

実施年度：平成 25 年度 

診断の基準： 

①施設（配水池） 配水池のうち高度な耐震化がなされている施設容量の全配水池容

量に対する割合（％）を示す。耐震化がなされている施設容量とは、水道施設耐

震工法指針・解説で定めるレベル２、ランクＡの耐震基準で設計されていること、

または調査の結果この基準を満たしていると判定された施設の容量とする。新耐

震基準に準拠した施設の容量比率を算定 

②管路 導水管、送水管、配水管、基幹管路（導水管、送水管及びφ250mm 以上

の配水管）のうち、耐震性のある管種・継手により構成された管路延長の総延長

に対する割合（％）を示す。 

 結果の概要： 

  ①施設（配水池）（参考表 2-1） 

・全体として 27.3％となっており、耐震性能の強化が必要となっている。 

  ②管路（参考表 2-2） 

・全体として 17.7％となっており、耐震性能の強化が必要となっている。 
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参考表 2-1 配水施設の耐震化率 

 

  

■配⽔池の耐震化率

祝子配⽔区樫山系 樫山配⽔池 低 昭和53年 3,000
祝子配⽔区富美山系 富美山配⽔池 中 昭和47年 3,500
⻄階配⽔区 ⻄階配⽔池 中 昭和51年 3,850
三輪配⽔区 ⼩野配⽔池 中 昭和59年 15,000
細⾒配⽔区 細⾒配⽔池 ⾼ 昭和60年 1,500
古城配⽔区 古城配⽔池 ⾼ 平成20年 9,000
⿊岩配⽔区 ⿊岩配⽔池 ⾼ 平成6年 297 297 0 0.0
上三輪配⽔区 上三輪配⽔池 ⾼ 平成12年 90 90 90 100.0
島浦配⽔区 島浦配⽔池 ⾼ 平成13年 400 400 400 100.0
熊野江配⽔区 熊野江配⽔池 ⾼ 平成3年 180 180 0 0.0

須美江配⽔池 ⾼ 平成19年 175
浦城配⽔池 ⾼ 平成19年 153
甫場加圧ポンプ場 ⾼ 平成19年 45

下北⽅配⽔区 下北⽅第1配⽔池 中 昭和46年 200
下北⽅第2配⽔池 中 昭和55年 500
蔵⽥配⽔池 ⾼ 平成17年 140
川⽔流配⽔池 旧配⽔池 中 昭和46年 100

新配⽔池 中 昭和55年 100
上北⽅配⽔区 猪の内調整槽 中 昭和52年 48
 上北⽅第1（猪の内）⽔源系 平の内調整槽 中 昭和52年 44
上北⽅配⽔区 片内調整槽 中 昭和55年 86
 上北⽅第2（猪の内）⽔源系 菅原調整槽 ⾼ 昭和56年 105

美々地調整槽 ⾼ 昭和57年 137
椎畑調整槽 ⾼ 昭和58年 116

上北⽅配⽔区 ⻲ヶ崎調整槽 中 昭和52年 104
 城⽔源系 早中調整槽 中 昭和52年 127

尾払調整槽 中 昭和52年 93
屋形原配⽔区 配⽔池 ⾼ 平成23年 45 45 45 100.0
狩底配⽔区 配⽔池 ⾼ 昭和62年 40 40 0 0.0
北川中央配⽔区 舞⾒⽥配⽔池 ⾼ 平成12年 730 730 730 100.0

下⾚浄⽔場・配⽔池 ⾼ 平成16年 114
上⾚浄⽔場・配⽔池 ⾼ 平成6年 61

⼋⼾配⽔区 ⼋⼾⽔源地・浄⽔場 ⾼ 平成24年 60 60 60 100.0
多良⽥配⽔区 多良⽥⽔源地 ⾼ 平成10年 66 66 66 100.0

古江配⽔池 旧配⽔池 中 昭和63年 270
新配⽔池 ⾼ 平成9年 99

宮野浦配⽔地 ⾼ 昭和63年 97
市振配⽔池 中 昭和48年 135
直海配⽔池 旧配⽔池 ⾼ 昭和58年 72

新配⽔池 ⾼ 平成9年 36
三川内第1配⽔池 旧配⽔池 中 昭和53年 84

新配⽔池 ⾼ 平成10年 100
三川内第2配⽔池 旧配⽔池 中 昭和53年 72

新配⽔池 ⾼ 平成10年 45
阿蘇配⽔区 阿蘇⽔源地・配⽔池 ⾼ 平成5年 140 140 0 0.0

合計 41,356 11,298 27.3
注) *1：着⾊部は、現⾏の耐震基準に基づいて建設された施設を⽰す。

  *2：耐震施設率は、全配⽔池容量に対する現⾏の耐震基準に基づく配⽔池容量の割合を⽰す。

48.2

1,040 140 13.5

373 373 100.0

860 0 0.0

35,850 9,000 25.1

下⾚・上⾚配⽔区 175 114 65.1

三川内配⽔区
301 145

配 ⽔ 区 名 称
耐震⼀次

診断結果(震度7)
建設年度*1

配⽔池容量
（ｍ3）

耐震化施設容量
（ｍ3）

耐震施設率*2

(％)

北浦配⽔区 709 135 19.0

浦城・須美江配⽔区
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参考表 2-2 管路の耐震化率 
■管路の耐震化率

三輪⽔源地 400.6 36.0 9.0%
古城⽔源地 481.0 282.0 58.6%
祝子⽔源地（樫山系） 91.3 91.3 100.0%
祝子⽔源地（富美山系） 686.1 189.6 27.6%
⻄階⽔源地 51.0 51.0 100.0%
下北⽅配⽔区 2,847.3 698.9 24.5%
上北⽅配⽔区 2,938.4 7.3 0.2%
屋形原配⽔区 463.3 0.0 0.0%
狩底配⽔区 1,163.7 1,163.7 100.0%
北川中央配⽔区 2,233.6 58.7 2.6%
⼋⼾配⽔区 23.2 23.2 100.0%
下⾚上⾚配⽔区 3,973.0 1636.2 41.2%

15,352.5 4237.9 27.6%
三輪⽔源地〜下三輪配⽔池 1,587.3 92.7 5.8%
三輪⽔源地〜⼩野配⽔池 972.49 972.49 100.0%
古城⽔源地〜古城配⽔池 942.2 942.2 100.0%
祝子⽔源地〜樫山配⽔池 680.5 599.0 88.0%
祝子⽔源地〜富美山配⽔池 2,001.7 614.5 30.7%
⻄階⽔源地〜⻄階配⽔池 826.0 116.0 14.0%
細⾒⽔源地〜細⾒配⽔池 925.7 539.7 58.3%
⿊岩配⽔区 781.2 53.4 6.8%
上三輪配⽔区 1,801.8 1,801.8 100.0%
島浦配⽔区 4,384.3 3,869.8 88.3%
熊野江配⽔区 366.6 0.0 0.0%
浦城・須美江配⽔区 2,582.6 2,582.6 100.0%
下北⽅配⽔区 5,709.3 1,188.1 20.8%
上北⽅配⽔区 21,037.9 12,247.0 58.2%
北浦配⽔区 3,960.7 1,990.3 50.3%
三川内配⽔区 654.3 654.3 100.0%

49,214.6 28,263.9 57.4%
配⽔本管(φ250mm以上) 41,112.9 8,362.4 20.3%
配⽔⽀管(φ200mm以下) 660,001.9 87,240.7 13.2%
⿊岩配⽔区 16,872.3 1,868.6 11.1%
上三輪配⽔区 11,097.9 1,358.7 12.2%
島浦配⽔区 6,968.6 76.1 1.1%
熊野江配⽔区 7,604.2 1,030.7 13.6%
浦城・須美江配⽔区 14,774.4 14,774.4 100.0%
下北⽅配⽔区 55,171.8 3,293.0 6.0%
上北⽅配⽔区 30,114.8 4,712.0 15.6%
屋形原配⽔区 1,126.2 0.0 0.0%
狩底配⽔区 955.7 0.0 0.0%
北川中央配⽔区(φ250mm以上) 2,197.0 0.0 0.0%
北川中央配⽔区(φ200mm以下 45,746.0 5,797.1 12.7%
⼋⼾配⽔区 914.1 609.2 66.6%
下⾚上⾚配⽔区 6,384.2 663.5 10.4%
多良⽥配⽔区 2,500.8 588.9 23.5%
北浦配⽔区 26,346.6 1,387.0 5.3%
三川内配⽔区 21,247.7 15,296.4 72.0%
阿蘇配⽔区 2,161.8 148.5 6.9%

953,298.9 147,207.2 15.4%
導⽔管 計 15,352.5 4,237.9 27.6%
送⽔管 計 49,214.6 28,263.9 57.4%
配⽔管 計 953,298.9 147,207.2 15.4%
基幹管路 計 107,877.0 40,864.2 37.9%
管路 計 1,017,866.0 179,709.0 17.7%

注) *1：延⻑はマッピングデータより集計。
  *2：基幹管路は、導⽔管計、送⽔管計及び配⽔管のうちφ250mm以上の管路の合計を⽰す。

名称 地区

北⽅地区

北川地区

北⽅地区

延⻑（m） 耐震管路延⻑（m） 耐震化率(％) 備考

旧延岡市

合
計

導
⽔
管

送
⽔
管

旧延岡市

配
⽔
管

旧延岡市

合     計

合     計

合     計

北浦地区

北⽅地区

北川地区

北浦地区
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 アセットマネジメント 

 資産管理手法の一つ。中長期的な視点に立ち、

効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する

体系化された実践活動のこと。 

  

 一日 大給水量 

1 日あたりの給水量のうち、年間で 大の値。 

 

 一日平均給水量 

 年間の給水量を年間日数で除した値。 

 

 エフロレッセンス（白華現象） 

 コンクリート（モルタル）中の水酸化カルシ

ウムが、雨水等に溶けて溶出し、空気中の炭酸

ガスと反応することで白色の炭酸カルシウム

を生成する現象。 

 

 遠方監視システム 

 水源や浄水場等、水道事業が管理する場所を

監視するシステム。不法侵入等があった場合、

警報、通達がなされるようになっている。 

 

 

 可とう管（伸縮可とう管） 

 地盤沈下、温度変化、地震等による変位応力

を軽減し、安全性を高めるために用いる管路。 

 

 簡易水道事業 

 計画給水人口が 101 人以上、5,000 人以下

の水道事業。 

 

 緩速ろ過（緩速ろ過方式） 

 原水が比較的きれいな場合に適する。通常、

普通沈澱池で原水中の懸濁物質を自然沈降に

より沈澱除去した後、緩速ろ過池で 1 日 4～

5m のろ過速度でろ過し、さらに塩素消毒を行

う浄水方式。 

 

 管路総延長 

   導・送・配水管すべての総延長のことで、管

理を行っていても、使用廃止管は含まない。km

で表される。 

 

 基幹管路 

 水道事業において、導水管、送水管、配水本

管といった重要性の高い管路を示す。配水管は

一般的に口径が大きい管路が該当するが、小規

模な水道においてはその限りではない場合も

ある。 

 

 急速ろ過 

 原水中の懸濁物質を薬品により凝集沈澱処

理にて除去した後、急速ろ過池にて１日 120

～150m のろ過速度でろ過し、塩素消毒を行

った浄水方法。 

 

 緊急遮断弁 

 地震災害や事故発生時に、配水管から著しい

漏水が生じた場合、池内貯留水量の確保や大規

模漏水による二次災害を防止するため、配水池

からの流出を自動的に遮断する弁。具体的には、

漏水や管路破損による水の流出量の急激な増

加や地震の揺れを検知し、自重や重鎮、油圧等

の力によって、自動的に弁を遮断する。 

 

 クリプトスポリジウム 

 哺乳動物の消化器官に寄生する原生動物の

一種。塩素等の薬剤に強く、飲食により人に感

染し、腹痛、下痢等の症状を引き起こす。 

 

 減価償却費（減価償却） 

 減価償却の会計処理を行った際の費用のこ

と。減価償却とは、時間の経過により価値が減

少する固定資産の取得費用をその耐用年数に

応じて費用計上していく会計処理のこと。 

 

 コールドジョイント 

 コンクリートを打設する際に、先に打設され

たコンクリートに後から打設したコンクリー

トが一体化せず、打ち継いだ部分に不連続な面

が生じること。 

 

 

 災害時協力井戸 

 大規模な地震等の災害の発生により水道施

設が被災し、水道水を供給することができない

場合に、水道施設が復旧するまでの期間の生活

用水を提供していただく井戸を災害時登録井
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戸として登録している。 

登録井戸については、年 1 回の水質検査を市

で実施している。 

 

 次亜塩素 

 次亜塩素は、塩素剤のひとつである。塩素剤

には、塩素ガス、次亜塩素酸カルシウム、次亜

塩素酸ナトリウム等の種類があり、原水中の微

生物や病原菌を殺菌し、水道水としての安全を

確保している。 

 

 紫外線処理設備 

 原水に紫外線を照射する設備。通常、塩素処

理では死滅しないクリプトスポリジウム等の

耐塩素性病原生物に対し、紫外線を照射するこ

とで不活性化させる。 

 

 資本勘定職員数 

 年間の給与を資本勘定から支われる年度末

時点の職員の数。 

 

 資本的収支 

 施設の建設改良等に関する投資的な収入と

支出のこと。具体的には、国庫補助や企業債が

収入に、施設の建設改良費等が支出に該当する。 

 

 収益的収支 

 水道事業の経営活動によって発生する収入

と支出のこと。具体的には、料金収入が収入に、

維持管理費、減価償却費等が支出に該当する。 

 

 重要拠点施設 

 病院等の医療施設や応急給水拠点に指定さ

れている施設等、災害時に優先的に給水を可能

とするべき施設や場所のこと。 

 

 上下水道事業継続計画（BCP） 

 事業継続計画（BCP）とは、事業の継続に影

響を与える事態（自然災害、テロ攻撃等）が発

生した場合においても、上下水道事業の機能を

維持または早期回復させることを目的に作成

する計画のこと。 

 

 浄水施設能力 

 原水を飲用に適するように処理する施設（浄

水施設）の能力（m3/日）のこと。 

 

 上水道危機管理マニュアル 

 延岡市水道事業において、水質汚染や施設事

故等に関係部局、関係機関が連携、協力して、

迅速かつ的確な対応を図ることを目的に策定

された手順書のこと。 

 

 上水道災害対策マニュアル 

 危機管理マニュアルに関連し、自然災害（地

震、風水害）に対して、災害予防、災害応急対

策、地震災害対策、災害復旧対策について定め、

自然災害時に迅速かつ的確な対応を図ること

を目的に策定された手順書のこと。 

 

 上水道事業 

 計画給水人口が 5,001 人以上の水道事業。

法律的な位置づけはなく慣用的に用いている

表現。 

 

 水道事業ガイドライン 

 日本水道協会により制定された、全国の水道

事業体を一律に定量評価するための業務指標

を記したもの。 

 

 水道施設設計指針 

 水道施設の計画、設計を行う上で、基準とす

る指針。日本水道協会より発行。 

 

 損益勘定職員数 

 年間の給与の半分以上を損益勘定から支払

われる年度末時点の職員の数。 

 

 

 第三者委託 

 第三者委託は、水道の管理に関する技術上の

業務を委託することであり、委託業務内容にお

ける水道法上の責任を第三者委託者が負うこ

ととなる。技術者の確保が困難化している事業

体において、信頼性の高い第三者に委託して管

理体制の強化を図ることが主目的である。 

なお、水道事業を経営するのはあくまで委託

者である水道事業体であり、受託者の不適切な

業務が原因であっても、常時給水義務等の需要

者等に対する責任が果たされない場合には、水

道事業体としての責任を問われる。 
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 耐震管 

 耐震管とは、その施設がさらされる地震動に

おいて、損傷が軽微または健全な機能を損なわ

ない管路を指す。耐震管には、ダクタイル鋳鉄

管（NS、GX 継手）や配水用ポリエチレン管

等がある。 

 

 ダウンサイジング 

 施設の規模や能力を小さくすることを指す。 

必要な能力の範囲内で、これを行うことにより、

コストや管理に必要な人員の低減化を図るこ

とができる。 

 

 濁度 

 水の濁りの程度。水道において、原水濁度は

浄水処理に大きな影響を与え、浄水管理上の指

標となる。 

 

 直結給水 

 水道需要者の必要とする水量、水圧が確保で

きる場合に、配水管の圧力を利用して給水する

方式。 

 

 

 内部留保資金 

 地方公共事業体の補填財源として、企業内部

で留保された資金のこと。具体的には、企業の

保有する現金預金等を指す。 

 

 パブリックコメント 

 政策立案段階において、その政策の趣旨、内

容等を公表し、市民等から意見を募集すること、

またはその意見そのもの。これにより、政策に

市民の意思を反映、または意見に対する政策者

の見解を得ることができる。 

 

 表流水 

 地表水（河川、湖沼、貯水池等地表に存在す

る水）のこと。特に水利用の観点から地下水に

対していう。 

 

 普及率（水道普及率） 

 給水人口と行政区域内人口の割合。行政区域

内における水道の利用者の割合を示す。 

 

 伏流水（河川伏流水） 

 河床や旧河道等に形成された砂利層を潜流

となって流れる地下水のこと。地表の河川と水

理的な関係が強いもの。 

 

 ポリエチレンスリーブ 

 埋設された管路が土壌と直接接触するのを

防ぐことによって管路の腐食を低減するため

に、管路の全長を被覆するチューブ状のポリエ

チレン製樹脂材のこと。 

 

 

 膜ろ過 

 精密ろ過膜（MF）、限外ろ過膜（UF）、ナノ

ろ過膜（NF）等を通過させて、原水中の不純

物質を分離除去する浄水方法。 

 

 マスタープラン 

 物事の基本的な方針として位置付けられる

計画。 

 

 豆板（ジャンカ） 

 硬化したコンクリートの一部に、粗骨材が密

接することでできる空隙の多い不均質な部分。 

 

 水安全計画 

 水源から給水栓に至る全ての段階で危害評

価と危害管理を行い、供給水の安全をより一層

高める統合的な水質管理のための計画。 

 

 

 ライフサイクルコスト 

 建造物等の製造から使用、廃棄までの費用

（生涯費用）のこと。費用対効果を推し量るう

えで重要な基礎となる。 
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